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○議事日程 

令和４年第３回定例会議事日程（３日目） 

令和４年９月９日 午前１０時００分 開議 

日程第 １ 一般質問 
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○ 会 議 の 経 過 （３日目） 

                           開議 午前１０時００分 

○議長（宮崎昌宗君）皆さん、おはようございます。定刻になりました。御起立をお願

いします。 

 一礼して御着席願います。礼。 

 会議に先立ち、議員及び執行部の皆さんにお願いいたします。発言は必ず議長の許

可を得てから発言してください。許可を得る際は、はい、議長と声を出し、挙手をい

ただきますようよろしくお願い申し上げます。また、不穏当発言、不規則発言に御注

意いただき、有意義な会議になりますよう、皆様の御協力をよろしくお願いします。 

 なお、現在福岡県は福岡コロナ特別警報の発動中でありますので、質問者は可能な

限り質問は簡潔に行い、時間短縮の御協力をお願いします。 

 それでは始めます。 

 ただいまの出席議員は全員です。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付しております議事日程表のとおりです。 

─────────────────────────────── 

○議長（宮崎昌宗君）日程第１、一般質問を行います。 

 本日の一般質問の質問者は、お手元の議事日程表に掲載のとおり４名です。質問者

の質問時間は答弁を含み６０分以内ですので、質問は通告された時間内に終わるよう、

要点をまとめ、簡潔明瞭に行い、また、答弁につきましても、責任の持てる的確な答

弁をお願いします。時間の経過は議場内に表示されますので、残り時間を確認し、時

間を厳守ください。 

 これより、順番に発言を許可します。 

 ５番目に、３番、岩花議員。 

○３番（岩花寛之君）おはようございます。３番議員、岩花です。よろしくお願いしま

す。 

 私も議会議員として８年目、２期目も終盤になりました。この間、上毛町が「選択

される町」になるためにはということを念頭に一般質問してまいりましたが、新型コ

ロナウイルスの蔓延により、これまで当たり前だったことが当たり前でなく、逆に何

でもない日常が代え難いものだったと気づき、選択基準や価値観、人生感、何が大切
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なのかということが大きく変わってきたというふうに感じております。 

 折しも、定例会の初日、坪根町長は、ＧＤＰからＧＤＷ（グロスドメスティックウ

ェルビーイング）へ変わってきたという話がありました。ウェルビーイングについて

初めて言及されたのは、１９４６年のＷＨＯ（世界保健機構）の創設の際と言われ、

健康とは、病気ではないとか、弱っていないということだけではなく、肉体的にも精

神的にも、そして社会的にも満たされた状態がウェルビーイングだというふうに提唱

されました。 

 幸せは、いつも自分の心が決めるというのは相田みつをさんの言葉ですが、幸せや

幸福度は主観的なものですし、価値観が多様化している現在、政府ないし行政が幸福

の公共政策として重点的に取り組むべきは、ほかでもなく土台となる幸福の基礎条件、

あるいは幸福の土台と言える生命・身体に関わる領域に関する保障であると私は思い

ます。 

 現在、当町では、町民の健康に資する「ループアリーナ」というすばらしいハード

が出来上がりつつあります。こうした状況を踏まえ、今回は２点、①スポーツ推進に

よる健康増進についてと、私の政治活動の原点である「選ばれる町」について直球で

質問を行いたいと思います。 

 詳細は質問席で行います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（宮崎昌宗君）岩花議員。 

○３番（岩花寛之君）それでは、通告書に従って質問をしてまいりたいと思います。 

 初めに、１番、健康増進（スポーツ推進）についてということで、初めにこの質問

に至った背景と目的をお話しさせていただきたいと思います。 

 町では、平成３０年３月に「上毛町健康増進計画」と「データヘルス計画」を策定

し、各施策を展開しております。①乳幼児期から高齢期までライフステージに応じた

健康づくりを推進する、②乳幼児期から基本的生活習慣を確立し、生活習慣病を予防

するとともに、重症化の予防に努めますというふうな二つの目標を立てております。 

 また、取組の内容として、生活習慣病の発病予防と重症化の予防の徹底、②生活習

慣及び社会環境の改善、③社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上というも

のを掲げております。 

 そうした中、先ほども言いましたが、上毛町は、新体育館の建設が進められており、

第２次の総合計画、後期の基本計画には、生涯スポーツの推進と地域コミュニティー
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の増上を図るというふうにうたっております。 

 新体育館というすばらしいハードが完成することを機に、スポーツに親しむ方を増

やすことで、健康寿命を延ばし、対外的にも健康の町というブランドをつくってまい

りたいというところを目的に質問させていただきたいというふうに思っております。 

 それでは、具体的に行きます。 

 「上毛町健康増進計画」に掲げる二つの基本目標を達成するための方策と現状とい

うことで、生活習慣改善の推進として、各世代における適切な運動の推進、それの具

体的な事業、それの方策、それから現状というものをまず教えてください。 

○議長（宮崎昌宗君）子ども未来課長。 

○子ども未来課長（末永浩一君）答弁申し上げます。 

 町民の方々が健康で生き生き暮らすために、「上毛町健康増進計画」では、健康寿命

の延伸を図ることを目的とした、二つの基本目標があります。二つの基本目標の概略

を申し上げます。 

 まず、ライフステージに応じた健康づくりの推進については、医療・療育機関との

連携による妊婦健診、乳幼児健診、発達相談による妊婦・乳幼児支援や小学生対象の

シーラント事業実施、小中学校における食育の推進により健やかな成長発達と生活習

慣形成のための支援を行っています。 

 一方、急激な高齢化が進んでいる高齢者に対しては、住み慣れた地域で健康に暮ら

していくために、認知機能低下や筋力、活動の低下を防ぐため、ノルディックウオー

ク教室やフレイルサポーター養成講座、地域サロン等の事業により、フレイル対策、

介護予防を推進し、健康寿命の延伸に努めております。 

 続いて、生活習慣病の改善ですが、様々な生活習慣病の改善については、栄養・食

生活の面からの支援と身体活動、運動の面からの支援になります。栄養・食生活では、

子供の頃からの生活習慣が原因となって発症することから、乳幼児健診時等に実施し

ている離乳食教室等での栄養指導や小中学校において実施している食育関連事業を通

じて生活習慣病に関する情報提供を行っています。身体活動・運動では、町が主催す

る走ろう会や駅伝大会などの各種事業のほか、生涯学習講座などで、運動や体力づく

りの機会を提供しております。 

 また、介護事業では、先ほど申し上げたように、ノルディックウオークやフレイル

対策などにより、身体活動量の増加や運動習慣の定着を図るため、各課連携して、健
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康づくりを推進しております。 

 以上です。 

○議長（宮崎昌宗君）岩花議員。 

○３番（岩花寛之君）今お答えいただいたように身体活動量を増やすために様々な施策

を行われているというふうなことですけれども、こちらの健康増進計画の中には、目

標の項目として、運動習慣者、１日に３０分以上軽く汗をかく運動を週２回以上、１

年以上実施している人の割合というふうなところの目標を特定健康診断で、現状、平

成２８年のときの４７％から目標５８％にするという形で掲げております。 

 その点、今現在、令和４年度ですけれども、現時点で、最新の結果としては、どう

いうふうになっていますでしょうか。 

○議長（宮崎昌宗君）子ども未来課長。 

○子ども未来課長（末永浩一君）これは意識的に体を動かして行う運動を指しており、

農作業や家事労働などの作業は含まれておりません。 

 令和元年度までは、平成２８年と同じ４７％程度でしたが、令和２年、令和３年は

約４０％になっております。 

 以上です。 

○議長（宮崎昌宗君）岩花議員。 

○３番（岩花寛之君）同じように、目標項目として日常生活において歩行または同等の

身体活動を１日１時間以上実施している高齢者の割合を特定健康診断の結果で、平成

２８年の５６.８％を目標は非常に高いんですけど、８０％というふうに掲げている

んですけれども、こちらも同様に最新結果はいかがでしょうか。 

○議長（宮崎昌宗君）子ども未来課長。 

○子ども未来課長（末永浩一君）これは１日１時間以上、体を動かしていればよく、運

動だけではなく、農作業や家事労働などを含みます。最新の結果では、令和３年で４

７.１％となります。 

 以上です。 

○議長（宮崎昌宗君）岩花議員。 

○３番（岩花寛之君）今２点の目標項目の最新の状況を聞かせていただいたんですけれ

ども、それぞれ、ちょっと目標というか、現状の平成２８年のときよりも、若干下が

っているという結果になっておられようかと思います。この結果を見て、率直に担当
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課としてどういうふうな感想をお持ちでしょうか。 

○議長（宮崎昌宗君）子ども未来課長。 

○子ども未来課長（末永浩一君）数値として下がっているのは、やはり令和２年、３年

になります。時を同じくしてコロナの感染が拡大しておりますので、この数値自体は、

国民健康保険に加入している方々の問診の結果に基づいた数字ですので、高齢者が中

心となります。そうなると、老人クラブのゲートボールとか、あとグラウンドゴルフ、

ペタンクなどのそういう集まって行うスポーツについて自粛傾向が強まっており、そ

の結果、こういう３年度の結果に結びついたのではないかというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（宮崎昌宗君）岩花議員。 

○３番（岩花寛之君）ありがとうございます。 

 本当にそう考えると、コロナによって様々な機会というのが奪われているというこ

とが分かろうかと思います。 

 今、課長言われたようにこの目標の出典というのが、ほぼ特定健康診断というふう

なところになっていますけれども、先ほど高齢者の方が多いというふうな形で言われ

ておりましたけれども、そもそも受ける方の属性として、総数であったりとか、年齢

別の人口、性別等々、そういったところはどういうふうになっていますでしょうか。 

○議長（宮崎昌宗君）子ども未来課長。 

○子ども未来課長（末永浩一君）説明申し上げます。 

 令和３年度のデータについては、まだ暫定値となりますので、確定した令和２年度

のデータに基づいて、答弁させていただきます。 

 対象者については、１,２９８名になります。年度途中で加入した方、または資格喪

失した方は含まないということで、この数字になります。そして、受診者の数が５７

９名です。年齢別の受診者数は、４０代が３６名、５０代が４０名、６０代が２６０

名、７０歳から７４歳が２４３名となります。性別で言いますと、男性が２５１名、

女性が３２８名になります。 

 以上です。 

○議長（宮崎昌宗君）岩花議員。 

○３番（岩花寛之君）特定健康診断は国民健康保険の対象者という形になろうかと思い
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ます。 

 今、答弁ありましたように４０代が３６名、５０代が４０名、現役の方たちという

のは厚生年金のほうに入っていらっしゃる方が多いですので、その辺の健康診断を受

けられておろうかと思います。 

 結局、この目標としているところというふうなところでいくと、町民全体を要はカ

バーするというふうなところでいったほうがいいんじゃないかなと個人的に思うんで

すけれども、そういう考え方をすると、定数で特定健診というふうなところを見てい

ますけれども、それ以外の調査というのを今後広げていくような形というのは考えて

いませんでしょうか。 

○議長（宮崎昌宗君）子ども未来課長。 

○子ども未来課長（末永浩一君）企業とかに属しておりまして、健康診断を受けた方の

データはなかなか集めることができませんので、町としてはその把握に努めたいと考

えておりますけど、現状ではなかなか手段が見つからないということです。 

 以上です。 

○議長（宮崎昌宗君）岩花議員。 

○３番（岩花寛之君）分かりました。ありがとうございます。 

 結局こういった目標を立てて運動を各自にさせるというふうなところというのは、

最終的にはそれで健康寿命を延ばしていこう、健康にしていこうというところが目標、

目的かと思います。 

 その中で、運動習慣者の増加を生活習慣病の改善につながっているかどうかという

ところをお伺いしたいと思うんですけれども、高血圧、ＬＤＬのコレステロール、メ

タボ予備軍、こういうところも目標項目の中に入っておりますけれども、これとの関

連というか、どういうふうになっているか。例えば令和２年、令和３年というところ

が非常に運動のところが下がってきておりましたけれども、それによってこういった

数値というのも逆にこれは上がるというふうな形なんですかね。改善しているのか、

改良しているのか、それとも変わらないのか、そういったところを分かりましたら教

えてください。 

○議長（宮崎昌宗君）子ども未来課長。 

○子ども未来課長（末永浩一君）生活習慣病は、主に今、高血圧、ＬＤＬコレステロー

ル、あとそれに基づくメタボの予備軍ということなんですけれども、健康診断の結果
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では、減少はしておりません。やはり改善をしたほうがいいという所見のある方が多

くおられます。 

 それで、メタボリックシンドロームに関しましても、やはり、町にとっては運動習

慣の定着と生活習慣病の予防を示すような相関関係を示すデータはございません。 

 ただ、厚生労働省が出しております「健康づくりのための身体活動基準（２０１３）」

では、メタボリックシンドロームを含めた循環器疾患、糖尿病、がんなどの生活習慣

病の発症や加齢に伴う生活機能低下のリスクを軽減できるというふうにされておりま

す。さらには運動を行うことは生活習慣の予防だけでなく、ストレスを発散して、気

分転換を図ることができ、精神面の効果もあるとされておりますので、この二つの運

動習慣の定着と生活習慣病の予防というのは、全国的に見れば、関係性はあるという

ことで認識はしております。 

○議長（宮崎昌宗君）岩花議員。 

○３番（岩花寛之君）実は私も７日の日に特定診断をそこの隣の施設で受けてきたんで

すけれども、恐らく１か月ぐらいして、またその結果が来て、そちらで恐らくメタボ

ですというふうな形で、恐らく改善指導というふうなことが行われるんじゃないかと

いうふうに思っています。 

 そんな中、町内をよく走っていますと、朝晩ウォーキングされている方というのが

非常に多くなったように感じております。コロナ禍になってですね。また、ジョギン

グをされる方も若い方を中心に多くなってきたんじゃないかなというふうに考えてい

るんですけれども、そういったところというのは、健康志向の高まりもありますし、

そういったところが、今度の体育館ができることで、相乗効果というふうなところで、

ウオーキング、ジョギング、それから、体を動かすというふうなところを増やしてい

ければいいなと思っているんですけれども、そういうところというのは、この計画と

の関連性というところから見ればどういうふうにお考えでしょうか。 

○議長（宮崎昌宗君）子ども未来課長。 

○子ども未来課長（末永浩一君）計画の中でも運動習慣を定着するということがうたわ

れておりますので、これを基にといいますか、町民の方々の健康増進には、一定の役

割といいますか、運動習慣を定着する、生活習慣病を予防するというのは、計画の中

でもうたっておりますように、今後、町の課題としては、共に推進していかなければ

ならないことだと思います。 



-10- 

○議長（宮崎昌宗君）岩花議員。 

○３番（岩花寛之君）ありがとうございます。 

 それでは、次の質問のほうに移りたいと思います。 

 各ライフステージにおいてスポーツとの関わりと課題はというふうなところで挙げ

させていただきました。 

 先ほどの健康増進計画でも各ライフステージで、健康増進を図っていきましょうと

いうふうなところがあるんですけれども、それを四つのライフステージに分けてお伺

いしたいと思います。 

 まず、一つ目に幼児、それから小学校、そちらの選択肢であったりとか、スポーツ

人口、小学校に入る前ぐらいの子供たちというのがどういうふうな形でスポーツ、そ

れから体を動かすというところに関わっていっているのかという現状を教えてもらお

うと思います。 

○議長（宮崎昌宗君）子ども未来課長。 

○子ども未来課長（末永浩一君）こども未来課からは、幼児期についてお答えいたしま

す。 

 幼児期に特定のスポーツを始めていると言えば、３歳以上の中で、限られた子供た

ちが水泳を始めていることぐらいですかね。それは保護者が競技性を求めているわけ

ではなくて、体力づくりを目的に始めたということのようです。 

 保育の面から申し上げるのであれば、小学校就学以降の育ちを支えるために、体を

動かすことが楽しいということを学び、運動を楽しみながら習慣化していく、そして

できなかったことができるようになったという自己肯定感を持ってもらうことにつな

げるための取組が主になります。 

 町内の保育所では、保育所ごとに特色を持った保育に取り組んでおりますが、全て

の園で、そういう体操とか、あとリズム体操、リトミック教室、そういったことを行

っているわけではありませんが、保育の過程の中で、跳び箱とか鉄棒とかマットを使

った運動とかそういったことを行いながら、子供たちのやる気とか、スポーツに対す

る親しみとか、そういったことを感じるような取組は行っております。 

 以上です。 

○議長（宮崎昌宗君）岩花議員。 

○３番（岩花寛之君）そしたら、併せて小学校時代というふうなところで小学校になり
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ますと各クラブスポーツのほうが入ってくることと、あと学校自体でも体を動かすス

ポーツというふうなところの関わりが出てきているかと思います。その辺りの現状を

お伝えください。 

○議長（宮崎昌宗君）教務課長。 

○教務課長（村上英之君）それでは、私のほうから、小学校について回答いたします。 

 ここでは全て、何か運動している人、スポーツをしている人の人数の把握というの

はできませんので、スポーツ協会に限ってでの答弁になります。 

 まず、小学生のスポーツへの選択肢としましては、町のスポーツ協会がございます。

現在、町のスポーツ協会に所属する１９団体中、９団体が小学生を対象としたものと

なっており、加入率は町の小学生全児童数４７０人に対して、加入率が２７.２％、約

１２８人の方が所属しているということになっており、この年齢期においては、発達

段階に応じて子供の運動習慣の、先ほど子ども未来課長のほうからもありましたよう

に運動習慣の定着、それとあとは体力、運動能力の継続的な向上を図る必要があるた

め、今後も小学生のスポーツ参加が継続・発展できるように、関係者の皆さんと連携

して地域における指導者の育成に努めていきたいというふうに考えております。 

○議長（宮崎昌宗君）岩花議員。 

○３番（岩花寛之君）４７０名中１２８人という数を多く見るか、少なく見るかという

ふうなところの感じ方もあろうかと思いますけれども、これはあくまで、上毛町のス

ポーツ団体ということで、それぞれ、ほかの例えば水泳教室であったりとか、ほかの

クラブスポーツに入っていらっしゃる方も結構いらっしゃるんじゃないかというふう

に思います。 

 最近、小学校時代、中学校も含めてかもしれませんけれども、競技というか、要は

争うということよりも本当に体を動かすというところに重点を置いたほうがいいんじ

ゃないかというふうな考えでなっているところが多いかと思うんですけれども、その

辺り、教務課としては、どういう考えをお持ちでしょうか。 

○議長（宮崎昌宗君）教務課長。 

○教務課長（村上英之君）議員が言われますのが要は競技的思考といいますか、勝利至

上主義ということだと思いますけども、生涯を通じて運動に親しむということであれ

ば、もう生涯スポーツ、要はスポーツを楽しむという考え方だと思います。 

 ただ、その年齢、年齢期において、確かにその競技的な部分というのも必要だとい
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うふうには考えております。 

○議長（宮崎昌宗君）岩花議員。 

○３番（岩花寛之君）次に、中学校のほうにいきたいと思います。 

 部活動の現状と、地域スポーツ移行、部活動を地域スポーツにしていこうというふ

うな形で文科省のほうが進めておりますけれども、その辺りについてお伺いしたいと

思います。体育会系のまず部活の現状と所属する生徒数等々お伺いします。 

○議長（宮崎昌宗君）教務課長。 

○教務課長（村上英之君）それでは、中学生の部活動の現状につきまして、御答弁いた

します。 

 中学校の部活動は８部あって、そのうち、スポーツの部活動が７部で１１０人所属

しております。それとあと文化部も１部あって１９人が所属していて、全部で部活動

の加入率が６４.２％となっております。 

○議長（宮崎昌宗君）岩花議員。 

○３番（岩花寛之君）そうですね、半数以上のお子さんが何らかのスポーツの部活動に

入られているという形になるかと思います。先ほど言いましたように国では少子化で

あったりとか、教師の方の働き方改革というふうなところで、部活動の地域移行とい

うところが提案されていますけれども、その辺、当町としての対応をお伺いします。 

○議長（宮崎昌宗君）教務課長。 

○教務課長（村上英之君）部活動の地域スポーツ移行の課題につきましては、国が令和

２年９月に学校の働き方改革を踏まえた部活動改革についての考え方を示し、集中的

な審議を行っているところでございます。 

 直近では令和４年６月に提言がなされ、令和５年以降、休日の部活動の段階的な地

域移行の制度化に向けた動きを加速させているようでございます。 

 県レベルの状況としましては、現在、県が各市町の実態把握に努めている段階でご

ざいます。 

 今後、地域移行の課題として考えられるのは、指導者をはじめとする受皿の構築が

最大の課題として挙がっております。引き続き、国や県の動向を注意しながら、今後

の体制づくりに向けて、関係各位と協議をしていきたいというふうに考えております。 

○議長（宮崎昌宗君）岩花議員。 

○３番（岩花寛之君）当町で考えますと特にバレーボールとか、外部の講師の方も入っ
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ていただいて、その方たちとのつながりが中学時代にできたおかげで、その後も高校、

大学に進んで、また、地域に戻ってきたときに、また、その地域でも、今でも上毛町

のスポーツの中でもママさんバレー等々しておろうかと思います。そういった生涯学

習につながるというふうなところも含めて、地域移行を完全にするというのは非常に

難しいことじゃなかろうかというふうに思っているんですけれども、そういう地域で、

そういうスポーツされている方、そちらとの接点を持つというふうなところが将来的

な生涯スポーツにつながってくるんじゃなかろうかというふうに考えるその辺りはい

かがでしょうか。今のバレーにつながっているようなところも含めて、お答えいただ

ければと思います。 

○議長（宮崎昌宗君）教務課長。 

○教務課長（村上英之君）そうですね、生涯学習的な要素といいますか、要は自分が若

い頃そういった運動をした、それを地元に帰ってきて、今度は地元のそういったクラ

ブ等で還元をすると、そういったことで良い循環といいますか、そういうのは生まれ

ていると思います。 

○議長（宮崎昌宗君）岩花議員。 

○３番（岩花寛之君）それでは、３番目、青年期から壮年期というふうなところで、特

に生活習慣病の対策というところを含めてきたらと思うんですけれども、先ほどから

出ているように、町内でスポーツ協会の専門部の青壮年部の会員数であったりとか、

対象の人口割合というのを教えてください。 

○議長（宮崎昌宗君）教務課長。 

○教務課長（村上英之君）それでは、青年期から壮年期の現状ということで、ちょっと

これは幅が広くなります。対象人口が１６歳から６４歳で答弁させていただきます。 

 まず、町スポーツ協会に登録している人数が２６８名、対象人口が３,６９９名、割

合としては、７.２％の方が協会に登録しております。 

○議長（宮崎昌宗君）岩花議員。 

○３番（岩花寛之君）３,６９９人の対象者の中で７.２％、これは正直ちょっと少ない

かなというふうに個人的には感じるんですけれども、広報等で募集の要綱も入ってお

りますし、あれなんですけれども、この辺は、率直に見て、担当課としては、どうい

うふうに感じていますか、この数字をですね。 

○議長（宮崎昌宗君）教務課長。 
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○教務課長（村上英之君）そうですね、青年期については、高校生からということで、

その競技的スポーツといいますか、その部分の要素が多いと思うんですけど、あと壮

年期の方については、やっぱりちょうど働き盛りであったり、子育て真っ盛り中とい

うことでなかなかこう運動をする機会というか、時間があっても限られた時間という

ところで、そういったことが要因で、ちょっと少ないのかなとは考えております。 

○議長（宮崎昌宗君）岩花議員。 

○３番（岩花寛之君）ありがとうございます。 

 それでは、続いて高齢期についてお伺いしたいと思います。 

 高齢期になりますと健康寿命の延伸と、それと先ほどから言われておるフレイル予

防というふうなところになろうかと思いますけれども、こちらも同様にスポーツ協会

の専門部がありますけれども、高齢者の会員数、それから割合というところを教えて

ください。 

○議長（宮崎昌宗君）教務課長。 

○教務課長（村上英之君）それでは、高齢期ということで６５歳以上の人の内容になり

ます。 

 登録人数が２１０名、対象人口が２,６９６名、登録割合が７.８％となっています。 

○議長（宮崎昌宗君）岩花議員。 

○３番（岩花寛之君）ありがとうございます。 

 ２１０名、２,６９０というふうなところの７.８％ですが、これも率直にそんなに

多くないかなというふうなところを感じるわけなんですけれども、もちろんスポーツ

協会というふうなところで、スポーツの中でも競技というわけじゃないかもしれない、

体を動かすというところも含めて、生涯スポーツの団体がありますけれども、その辺

りをまた増やしていく、登録者の方を増やしていくという取組が、今後、また体育館

ができることで、そういうふうな機会をぜひ追い風に増やしていっていただければな

というふうに思って、その辺りの考えをお聞かせください。 

○議長（宮崎昌宗君）教務課長。 

○教務課長（村上英之君）そうですね、高齢期の方については、先ほど子ども未来課長

も言いましたようにフレイル予防とか、あとは健康寿命の延伸、そういったのを目的

とした運動、それぞれのあとは年齢ですね、年齢に合った運動とか、そういった部分

を今後も新しい体育館ができれば、そういった中で、プログラムを作って、少しでも、
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１人でも多くの高齢者の方が運動をするという、そういった習慣の定着化を図ってい

けたらなと思っています。 

○議長（宮崎昌宗君）岩花議員。 

○３番（岩花寛之君）ありがとうございます。 

 新体育館ができることで、３番目の分で新体育館、それから大池公園の周辺の施設

というところを最大限利用して健康増進するために、取組が今後ぜひ力を入れていた

だければというふうに思っているんですけれども、現状、先ほどあったスポーツ協会

の方はもちろんなんですけれども、スポーツ協会に入られていない方をその体育館で

あったりとか、屋外施設のほうにどういうふうに巻き込んでいけるかというところが

一つポイントになってくるんじゃなかろうかと思っています。 

 その中で、やはり今回の体育館、私の中では雨の日にもやはりウォーキング、ジョ

ギングができる、それから体を動かせると、それがやはり一番のメリットなんじゃな

いかなというふうに思います。町内をウォーキングされている方は多いですけど、ど

うしても雨ですと歩くのが難しいというところで、雨の日にも体が動かせるというと

ころがメリットとして大きいと思うんです。その辺りをどういうふうにお考えでしょ

うか。 

○議長（宮崎昌宗君）教務課長。 

○教務課長（村上英之君）そうですね、新体育館につきましては、ランニングコース、

メインアリーナの周囲で１４８メートルの予定でございますけれども、雨天時にジョ

ギングができることになっておりますし、ランニングコースを含め、八の字型のスロ

ープもございますので、施設内を気軽にウオーキングをすることができると。 

 そのほかに、エントランスホール、あと喫茶コーナーなどもございますので、ゆっ

くり休憩したり、友達と談話してもらったり、そういったことで、雨の日でも気軽に

利用していただけるような形で活用方法を考えていきたいと考えております。 

○議長（宮崎昌宗君）岩花議員。 

○３番（岩花寛之君）その中で、ちょっと活用事例として聞いていただければと思うん

ですけれども、今イオンモール、あの近くでいけば三光のショッピングセンターがあ

りますけれども、そちらもやはり屋内施設ということで、イオンモールウォーキング

ということで、イオンの中を要はウォーキングコースを作って、歩きましょうという

ふうな取組が各イオンさんで行われております。そちらのチラシを見ると、面白いな
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と思ったのが、イオンモールで歩けば、くじ引というか、金のくじ引ができると。イ

オンモール以外で歩けば、銀の抽せん券がもらえますよと。銀は５枚で１回、金は１

枚で１回という形で、抽せん券を引けば、何かしらのポイントがついてそのイオンの

ショッピングセンターの中で買物ができたりというところがあります。イオンという

のは買物に来ていただくというのが目的ですけれども、それと、その施設のメリット

というのを最大限活用して、そういうウォーキングの方たちを取り込もうという動き、

取組かと思います。非常に面白いなと思うんですけれども、その中で、体育館も同じ

ような形で、体育館でやはり来てもらうというところで、そういうアプリであったり

とか、取組というのができたらなと思ったんです。 

 その中で、今、福岡県のほうで、健康アプリ、すいません、正式名はすいません、

ちょっと今、忘れてしまったんですけど、健康アプリで、ウォーキングのアプリを配

布されています。僕も先日登録して、それから、そのアプリを入れて歩いているんで

すけれども、それを実際使うと自分の歩いた距離も分かるし、体重とかの動きもグラ

フで入れられる。それからそのポイントがたまれば、またそのポイントで何かしらの

還元を受ける。町内でもそのポイントであったりとか、そのアプリを入れることだけ

のメリットが出るお店があったりとかするんですけど、その辺りというものの認識は

ございますでしょうか。 

○議長（宮崎昌宗君）教務課長。 

○教務課長（村上英之君）住民の方を今度の新しい体育館に来館をしていただくと、そ

ういった、要はきっかけづくりといいますか、そういった部分だと思います。 

 定着化を図るためには、まずきっかけがあって、その後、再来館、それが定着化と

いう流れになっていこうかと思います。 

 先ほど議員が言われましたようなそういった、何といいますか、利用者が継続して

来れるような、そういった仕掛けという部分は、必要になってこようかなと思ってお

ります。 

○議長（宮崎昌宗君）岩花議員。 

○３番（岩花寛之君）特にコミュニティーづくりというか、総合計画にもありますけれ

ども、要は今までスポーツになかなかなじみがないというか、そういった方たちも巻

き込んで、コミュニティー体育館というところのどういう活用をしていくのか。 

 そのコミュニティー体育館にするためには、スポーツ団体ですね、登録している方
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を増やしていくというのももちろんですし、それに入られてない方の利用というとこ

ろの促進も図らないといけないと思っているんですけど、その辺りの取組の想定とし

ては、どういうふうに思われていますでしょうか。 

○議長（宮崎昌宗君）教務課長。 

○教務課長（村上英之君）イベント等の取組といいますか、今ちょうど指定管理のほう

を選定しておりますので、その中で、いい提案があるということで期待はしておりま

す。 

○議長（宮崎昌宗君）岩花議員。 

○３番（岩花寛之君）この新体育館は立地的にも「げんきの杜」の隣というか、続きに

なりますので、その辺りの「げんきの杜」との連携というところもぜひ考えていただ

ければなと思っているんですけれども、「げんきの杜」を福祉の里、福祉の拠点とい

うところで、福祉というのは健康福祉のことを考えればスポーツ施設の体育館とも非

常に相性がいい施設になろうかと思います。 

 先ほど、子ども未来課長の御答弁ありましたけれども、今の目標の出典項目が特定

健診の分になっていまして、それですと、どうしてもそのパイ、その数値を測るパイ

が非常に少ないと。そういった体育館の利用者数、それから利用頻度、それから、ど

ういった方が使われて、そういった人たちがどれぐらい使っているのかというふうな

ところを定期的に図っていくというところで、町内のスポーツをされている方の人口

というか、スポーツをされる方の点数を測っていけるんじゃなかろうかと思うんです

けど、その辺りはいかがでしょうか。 

○議長（宮崎昌宗君）教務課長。 

○教務課長（村上英之君）そうですね、「げんきの杜」との連携、福祉の拠点というとこ

ろで、当然それは福祉と健康という部分で言えば、当然関連性があるというところで、

今後、指定管理者が選定されますので、そういった中で、何と言いますか、そういっ

たデータなり、そういったのは取っていただくことはもう一つのあれかなと思います

けど。 

○議長（宮崎昌宗君）岩花議員。 

○３番（岩花寛之君）ありがとうございます。 

 一番最初に言いましたけれども、新体育館が出来るというのは、ハードとして非常

に出来ていって、非常に喜ばしいことかと思うんですけれども、いかんせんやっぱり
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使っていくためにはソフトの充実が必須かと思っております。 

 指定管理者の方がこれから選定されて、どういう活用されるかというのは今後具体

的な話になってこようかと思いますけれども、コミュニティー体育館の名に恥じない

ように、ぜひスポーツだけじゃなくて、そこでつながりが出来るという場にぜひして

いただいて、町民の方がその体育館に親しみ、運動に親しむ、それから健康の町にな

るといういい循環をつくっていただければと思います。 

 どうぞよろしくお願いします。 

 次の質問に移ります。 

 ２番目に「選ばれる町」についてということで、これも背景のほうから行かせてい

ただきますけれども、地方創生というところで始まりまして、もう数年、本当１０年

近くなりますけれども、その間、ふるさと納税もそうですし、各種補助金もたくさん

入って、それぞれの地域、それぞれのところで、地方を活性化しようという形で動い

ております。 

 そんな中、上毛町は財政的にもそんなに苦しくないというふうなところで、体育館

もはじめ学童施設もそうですし、子育て支援、様々なところに支援を行っておろうか

と思います。 

 その中で、住む町として選ばれるために、必要な要素、率直にどういうふうなとこ

ろが必要だと感じているのかお聞かせいただければと思います。 

○議長（宮崎昌宗君）企画開発課長。 

○企画開発課長（熊谷豊司君）御質問について答弁をいたします。 

 住む町として選ばれるために必要な要素はということでございますが、上毛町総合

計画、上毛町人口ビジョン、まち・ひと・しごと総合戦略において、まちづくりの重

要な課題として位置づけているものを必要な要素として捉え、答弁をいたします。 

 要素ということなので端的に述べますと、まず、子育て・教育環境、次に、雇用と

町への人の流れ、そして、安全・安心な住環境が重要な要素であろうということで考

えております。 

○議長（宮崎昌宗君）岩花議員。 

○３番（岩花寛之君）そうした要素に対して、様々な事業、本当に今言われるのは、一

番最初の総合計画の基本目標の四つに近いところかと思いますし、その四つの基本目

標に対して、様々な施策が行われておろうかと思います。 
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 具体的に聞くとちょっとあれなんで、令和元年度から令和２年度、年間マイナス７

人ぐらいで、逆に言うと収まっているという時期があります。この時期というのは、

恐らく自然増はそう変わらないかと思いますので、社会増が非常に多かったんじゃな

かろうかと思います。その辺りはどういうふうに認識をされていますでしょうか。 

○議長（宮崎昌宗君）企画開発課長。 

○企画開発課長（熊谷豊司君）議員のおっしゃられるとおり、令和元年から令和２年に

ついては、マイナス７人ということで、人口が減っておりません。これを分析しまし

たが、なかなかこれという要素は分かりません。自然減については、ここ１０年、ず

っとマイナスで来ております。社会増については、ここ１０年、プラスのときもマイ

ナスときもありまして、トータルでいくとプラスでございます。 

 その年、その年によってマイナス、プラスが変わりますので、いろんな施策が功を

奏してそういう状態になっているということで、担当課としては認識をしております。 

○議長（宮崎昌宗君）岩花議員。 

○３番（岩花寛之君）分かりました。 

 私が仮定したところは、やはり、彩葉の整備によって７０世帯以上の方がこの上毛

町に入っておられた、そこが一番大きな要因かなと。ほかにも社会情勢的に住宅の支

援等もありますし、ほかの子育て支援等にちょっと時々言われますけども、全体的に、

やっぱり評価されて選ばれるというところかと思います。 

 ただ、そういったところの具体的に数値、データを基に、それぞれの要因を図って、

そこにまた力を入れていくというのは非常に大切なことじゃないかなと思うんですけ

れども、その辺りは企画開発課、それから、人数を把握する住民課、その辺りの連携

というのはどういうふうにされていますでしょうか。 

○議長（宮崎昌宗君）企画開発課長。 

○企画開発課長（熊谷豊司君）まず、彩葉の関係で令和元年から２年ということで、私

も調べさせていただきました。そして、彩葉の入居状況、販売状況を見ますと、その

部分については、１軒しか売れてないということで、それが要因ではないだろうとい

うことで考えています。 

 住民課との連携ということは、あくまで住民課の数値を私どもはいただいて、それ

を私どもが分析するということで、そういった連携を図っているところでございます。 

○議長（宮崎昌宗君）岩花議員。 
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○３番（岩花寛之君）分かりました。 

 次に、行きます。 

 上毛町を「選ばれる町」、「住む町」として選んでいただくために、町長、率直にセ

ールスポイント、どこを今、推しで、外に向かって発信されていますか。町長自身と

してはですね。 

○議長（宮崎昌宗君）町長。 

○町長（坪根秀介君）これまでも再三申し上げてきましたとおり、やはり人だと思って

いますね。ですから、人は九州一輝くじゃないですけども、輝くために何をするのか

ということになると思うんですね。ですから、例えばパレートの２：８の法則という

のは御存じですよね。これなんかもそうなんですけども、具体的には２、６、２、２

割の人が頑張る、６割が普通、２割がサボると。それはもう人間社会でも、これはア

リの社会でも同じということで、松下幸之助さんなんかは、その辺が、やはり残念な

ことに人間の性だと、下を見てしまうと。だから高い目標を持って、みんなで頑張る

んだということにいつも言っているんですけども、頑張れるような２割の人たちが、

さらに高い目標を持ってやることだと思いますしね。そういうことをやっていかない

とそれを粘り強くやることで、その粘り強さの勝負だと思っているんですね。上毛町

が輝くということは、その２割、これ議会もそうだと思うんです。議会も執行部も住

民も企業もみんな、その２割の人たち、こういうバランスはどこも大体当てはまるよ

うですので、その２割がどこまで頑張るのかというようなことを、やはり役者がそろ

うということが大事だと思うし、それがある意味、サテライトオフィスになると思う

んですね。町内、町外、町外からそういった風を入れて、地元と関連させて、この地

域を盛り上げていこうということで、その辺の今、準備段階にありますので、これか

ら、もちろん先ほど体育館の質問をされましたけども、中村さんも日本一ということ

で、そういう人が入ることで、全国から注目されるわけですね。だからそういう立派

なものを建てれば、建ったところがゴールじゃなくて、そこがスタートなるわけです

から、指定管理にしても、これからの運営方法、そういったものが重要になってくる

と思いますので、皆さんがやっぱりそこにベクトルが向いていくと思うんですね。取

りあえず建てましたじゃ、これは運営もできないと思うし、いいものを建てれば、ち

ゃんと運営していかなきゃいけないと、みんなが責任もあるし、誇りもあるものです

から、そういうことをやっていくのは人の力だと思っていますので、まさに人が変え
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るということに尽きるだろうと思っています。 

○議長（宮崎昌宗君）岩花議員。 

○３番（岩花寛之君）まさにこの上毛町の総合計画の最初の御挨拶にあるように、鍵は

人ですと、人の情熱、それからその人の行動にかかっているというところで、特にま

た、もちろんそれは行政だけでもできないし、議会だけでもできない。それと、やは

り住民の方たちをどれぐらい動かしていけるかなというところがポイントかなと私は

思っております。その中でもやっぱり体育館の活用、それから大池公園周辺の交流ゾ

ーンの活用、そこら辺をぜひ力入れていただければというふうに思っています。 

 そのセールスポイントの一つとして、ちょっと例を挙げさせていただきたいと思う

んですけど、実は上毛町は、令和３年度の確定値でも刑法犯、刑事事件、犯罪率、そ

れから、事故率というのが非常に高いんですね。前から安心・安全な町だなというふ

うに思っていたんですけれども、実際どうなのかなということで、福岡県警のサイト

を調べるとそういうふうになっていました。 

 実際６０市町村ありますけれども、上毛町は令和３年度８件の刑法犯しかないとい

う形、それから、次が東峰村なんですよ。失礼しました。東峰村はもっとよくて、４

件しかないんです。ただ、人数で割り返してみますと、上毛町は０.１１ということで、

１位になるんです。人数割でいくと非常に上毛町ってやはり安心な町なんだなという

ふうなところがあって、ちなみに一番悪いところ、悪いと言ったらちょっと語弊があ

りますね、一番非常に多いところが福岡市の中央区なんですけれども、２,２８３件で

１.１８、つまり、１００人おったら１人は、まあ人数だけじゃないですけれども、犯

罪に当たってしまうと。上毛町０.１１ですから、１,０００人に対して１人、非常に

それって、安心な町ということで、ＰＲできるんじゃないかなというふうに思うんで

すけれども、その数値、それから事故も非常にいいです。ここもう１０年もそう変わ

らないかと思いますけれども、上位の市町村の中にあります。 

 これは、上毛町は非常にやはり道がいいですよね。広い道がありますし、中のほう

に入っていってもそんなに狭いという道もないですし、ほかの市町村と比べると、込

み入ったところがないというか、その辺が非常にいいんじゃないか、事故率の低下に

つながっているんじゃないかなと思いますけれども、これも今までの先人の方たちが

本当にそういうふうにしていただいたおかげで、その恩恵を今預かっているわけなん

ですけれども、これってなかなか今からじゃあ変えられるかというと変えられないと
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ころでもありますし、その安心、それから安全な町というのをぜひこれからＰＲして

いっていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（宮崎昌宗君）町長。 

○町長（坪根秀介君）事故、犯罪が少ない町というのは、それはもう私も認識はしてい

るわけでございますけども。ただ、都会と比べると、人が集まるところは少ないです

ね。スーパーもなければ、ホームセンターとかもないと。こういうものを造っていけ

ばそこに人が集まって犯罪を起こすわけですね。ですから、その辺をどういうふうに

整えていくかということがこれからの課題になると思いますしね。 

 ですから、確かに少ないことはいいことなんですけども、どっちかといえば、人が

いない、人が集まる場所がないということも視野に入れて、これから発展させていく

中で、この言葉には、必ずこれは過去に遡って追及されますから、ですから、あのと

きは低かったじゃないかと、発展したら上がったじゃないかと言われるとね、また、

これも語弊があるんで、先に言っときますけど、スーパーとかを持ってくると、犯罪

率が上がるということで御理解いただきたいと思います。 

○議長（宮崎昌宗君）岩花議員。 

○３番（岩花寛之君）そうですね。それはもう確かに裏表あるところですし、致し方な

いことかと思います。ただそこをそういったところも含めて、今後どういうふうな形

で、住民の方に説明、それから対話していくかによって、ぜひ解決していただきたい

ですし、実際その犯罪率、それから事故率の高い福岡市が、福岡県だけでなく九州で

一番人が集まる町、栄えている町というふうな形というところもまた一つのところか

なと思います。 

 その中で上毛町がどういうところを目指していくのかというところで、要はバラン

スじゃないかなと思います。町長が言われるように、乱開発するわけではなく、住民

の方が必要なものを必要なところに必要なだけ、誘致というか、整備していくという

ところが大切かと思います。その辺りの御認識いかがでしょうか。 

○議長（宮崎昌宗君）町長。 

○町長（坪根秀介君）もちろんそのバランスは非常に大事だというふうに思っています

し、昨日の質問にもありましたけども、シンボルロードなんていうのも、やはりしっ

かりしたものを造って、住民が安全・安心に生活できる、普通に、例えばスーパーと

か、いろんなその人が集まるような、その施設ができても、そこに行くまでに、事故
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に遭ったとか、そこから散歩してて離れたとかということももちろんあり得るもので

すから、そういう辺をしっかり歩車分離をしながら、安全・安心のまちづくり、よそ

にはないような、まちづくりをしたいというふうに考えております。 

○議長（宮崎昌宗君）岩花議員。 

○３番（岩花寛之君）そういうところで選択されるために以前からやはり言うのが広報

の重要さというふうに思っております。 

 選択肢に入るための広報、シティプロモーションの現状、それから今後の見通し、

続いて、それに対する広報を実際どこに向けて発信していくかというところをお聞か

せいただきたいと思います。 

○議長（宮崎昌宗君）企画開発課長。 

○企画開発課長（熊谷豊司君）御答弁申し上げます。 

 シティプロモーション、広報ということでございますが、現状は上毛町ホームペー

ジをはじめ、情報発信ツールとしてフェイスブック、インスタグラム、ユーチューブ、

ツイッター、ｄボタン広報紙、こうげナビ、地方情報誌などを活用し、町の広報を行

うとともに、ふるさと納税及び企業版ふるさと納税制度を活用して、町のＰＲに努め

ているところでございます。 

 また、京築連帯アメニティ都市圏推進会議、九州周防灘地域定住自立圏などによる

広域連携事業のイベント等を活用し、町の魅力と情報発信に努めているところでござ

います。 

 上毛町単独では、日本橋イベントスペースへの出店、からあげフェスティバルへ参

加して町の特産物の販売、町への移住定住関連情報の周知などを行い、町のＰＲに努

めております。 

 今後の見通しということでございますが、引き続き積極的に上毛町の魅力などの情

報を各種情報発信ツールを活用して発信していくとともに、イベント等を通じて町の

ＰＲに努めていきたいということで考えております。 

 以上です。 

○議長（宮崎昌宗君）岩花議員。 

○３番（岩花寛之君）様々なＳＮＳツール、それからテレビもそうですし、そのような

イベントの中で発信されているというところで、これは１回踏みとどまって、よく言

うマーケティング用語でペルソナというか、どういうふうなことを想定しているか、
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どういう方に対して、そのマーケティングというか、広報を行っていくかと、その辺

りというのはされていますでしょうか。 

○議長（宮崎昌宗君）企画開発課長。 

○企画開発課長（熊谷豊司君）御答弁申し上げます。 

 広報のターゲットということでございますが、シティプロモーションという観点か

ら言えば、想定はしておりません。町の魅力をアピールするということで、全世帯に

向けて広報しております。 

 上毛町の人口ビジョンのまち・ひと・しごと創生総合戦略の人口の増加という観点

でいけば、若い世代、子育て世帯、そして、Ｕターン、Ｉターン、Ｊターンの時期に

なっている方々、そういった方を対象にしております。 

○議長（宮崎昌宗君）岩花議員。 

○３番（岩花寛之君）一般企業の中でそのペルソナを設定して、広報活動をしていくと

いうところは、もう本当に年齢だけでなく、家族構成、その方の趣味・趣向、そうい

ったところの想定、仮定ですけれども、して、その方たちに向けてどういうふうなと

ころの文言が刺さるか、絵が刺さるか、表現が刺さるかというところを研究して、さ

れていらっしゃるかと思います。ぜひそういったところも御検討いただいて、より、

もちろん先ほどの住環境とかの部分でそれはもちろんそうなんですけれども、各ＳＮ

Ｓで発信するときにどこに向けて発信して、どこからリーチをもらうかというふうな

ところをしていただければと思うんですけど、いかがでしょうか。 

○議長（宮崎昌宗君）企画開発課長。 

○企画開発課長（熊谷豊司君）議員おっしゃるとおり広報するときは、そういうＳＮＳ

の活用のときに、そういった若い方々に刺さる文言、そしてまた高齢者の方々に刺さ

る文言ということは議員がおっしゃられるとおり、今後研究していって、そういう発

信の回数を増やして、１回じゃなく、若者世代、高齢者世代、そういった形で努力し

てまいりたいということで考えております。 

○議長（宮崎昌宗君）岩花議員。 

○３番（岩花寛之君）ありがとうございます。 

 最後に、直球でいきたいと思います。 

 ２０４０年、人口１万人というふうな形で、今後のまちづくりの展望として、どう

いったアプローチ、それからどういったロードマップでいくのかというところを今の
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現時点でも結構ですけれども、町長、どういうふうにお考えでしょうか。 

○議長（宮崎昌宗君）町長。 

○町長（坪根秀介君）先ほど来、人の話をずっとやっていますけれども、モデル的なそ

ういったものというのもやっぱり必要だと思うんです。 

 ですから、いつも申し上げておりますように、定住ゾーンと交流ゾーン、ここをモ

デルにしていくということが基本になろうかと思いますし、定住ゾーンのほうが福祉

の里構想ということで、しっかり体育館だけじゃなくて、「げんきの杜」とか、保育所

もありますし、その辺をしっかり人が歩けるような、そういう安全・安心に、弱者に

優しく整備もしていかなければなりませんし、やはりそこが完成イコールゴールじゃ

なくて、そこがスタートになると思いますので、多くの人が利用してもらえるように

我々もしっかりとその構想を練っておりますので、実効あるのみだというふうに思っ

ていますし、また、交流ゾーンのほうですね、これはもう昨日の質問もありましたし、

重複する形になるかもしれませんけども、やはりいいものを、やはりしっかり民間と

も連携しながら、これはもうオールウインの関係にならないと、ただ造った、しかし、

潰れましたというようなことになってはいけないので、やっぱりその辺を研究しなが

ら、しっかりしたものを造っていきながら、上毛町を発信してまいりたい。そこから

定住につなげたいというふうに感じます。 

○議長（宮崎昌宗君）岩花議員。 

○３番（岩花寛之君）最後の質問に行きたいと思います。 

 町長、初日に言われたＧＤＷのその指標であったりとか、調査方法というのは非常

に難しいところかと思うんですけど、何をもって満足度が上がっているのかというふ

うなところを調べていくというのは難しいんですけれども、その中、ウェルビーイン

グ、住民の幸福度調査ということで、非常に先進的にしているのが東京の荒川区じゃ

ないかなというふうに思います。ぜひまた調べていただいて、そこでは六つの分野、

健康・福祉、子育て・教育、産業、それから環境、文化、安心・安全、その六つの指

標、六つの分野で４６の指標をもって、住民さんに対してアンケート等を取られてい

ます。総合計画を作るときに、各種アンケートをランダムで住民さんに送られて、取

られているかと思うんですけれども、そういったところのアンケート調査、それから

そういった何を指標にしていくのかというところまで含めて、ぜひ幸福度を上げてい

く施策、幸福度を上げていく指標というところを取り入れながら、進めていただきた
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いと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（宮崎昌宗君）町長。 

○町長（坪根秀介君）全国一律の指標というのは、私はないと思っていますし、上毛町

は上毛町のよさを生かしながら、そういった指標も考えていくべきだと思いますし、

今一番、いろんな分析はあるんだろうと思いますけども、やはり私はその人口を増や

していくということと、最終的には所得を上げていくということが一つの一番の指標

なんだろうと思っています。 

 そういうことで、先ほどの２割じゃないですけども、２割が突き抜けていく、上毛

町の２割は突き抜けていくというふうに、稼ぐ町になれば、多くの人が潤うんじゃな

いかと思いますし、外から多くの人が入ってくるんじゃないかというふうに考えてい

ます。 

○議長（宮崎昌宗君）岩花議員。 

○３番（岩花寛之君）ありがとうざいました。 

 ぜひ今後とも、しっかり頑張っていただいて、住民の満足度、幸福度を上げるよう

な施策をしていただければと思います。 

 以上で質問終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（宮崎昌宗君）岩花議員の質問が終了しました。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 再開は１１時１０分です。あちらの時計で。 

                           休憩 午前１１時０１分 

                           再開 午前１１時１０分 

○議長（宮崎昌宗君）休憩を解き、会議を再開いたします。 

 ６番目に、８番、三田議員。 

○８番（三田敏和君）皆さん、こんにちは。 

 今定例会一般質問６番目は８番議員、三田敏和です。一般質問をさせていただきま

す。最後までよろしくお願いいたします。 

 山梨県の東部の秩父多摩国立公園内に、小さな村、小菅村という村があります。昭

和３０年、２,２４４人いた人口が現在では６６２人になっています。村の自然を堪能

し、地元の小さな生産者の食材を味わい、清らかな沢水の恵みを楽しみながら、村人
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の１人として滞在する。７００人の村が一つのホテルに、築１５０年の養蚕農家を改

装し、小菅村を丸ごと一つのホテルとして見立てています。 

 全国から多くの観光客が押し寄せて、週末は予約で埋まっていると言います。日帰

り温泉がある、道の駅もある、観光客のガイドもいる、歴史などを丁寧に教えてくれ

る、ワサビ田もある、収穫体験もできる、食材を提供する生産者、ホテルマネージャ

ーから、料理人まで運営するスタッフは全て村人です。 

 地方創生事業を相談しながら実現した２０４０年人口１万人を目指す上毛町にとっ

ても参考になることがたくさんあるのではないかと感じました。 

 その前提として、自然災害に強い町、共助を支える住民自治、町民に寄り添える行

政が必要ではないかと考えています。 

 それに沿って次の３点について質問をいたします。 

 自然災害について、この夏も各地でゲリラ豪雨、線状降水帯が発生をしています。

上毛町は災害に強い町になっていますか。町には４小学校１中学校があります。今定

例会の中で、教育委員会から教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況につ

いての点検及び評価の報告があると思います。 

 昨年の第三者評価として、おおむね相当程度達成と評価されていますが、気になる

点が二、三ありますので、お聞きをいたします。 

 誰も取り残さない行政、永遠の課題だと思いますが、弱者に寄り添う支援について

お聞きをします。 

 詳細は質問席から行います。真摯な答弁を期待しております。 

 以上です。 

○議長（宮崎昌宗君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）まず、自然災害についてお聞きをいたします。 

 ８月３０日から９月５日まで防災週間になっています。今回も各地で記録的な豪雨

に見舞われました。災害に見舞われた皆さん方にお見舞いを申し上げます。 

 新潟県関川村では８月４日、観測史上最大の１時間１４９ミリの降水量となりまし

た。これまでの記録を更新した地域が相次ぎました。気候変動に伴う自然災害の激甚

化、頻発化は、生命に直結しかねない驚異であり、甘く見てはいけないと思います。 

 特に、近年は積乱雲が次々と発生する局地的な大雨をもたらす線状降水帯が要因と

なり、各種で甚大な被害を引き起しています。各地で線状降水帯が頻発していますが、
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どのように認識をされていますか。 

○議長（宮崎昌宗君）総務課長。 

○総務課長（宮吉保男君）まず、最初に線状降水帯とはということで定義を御説明させ

ていただきたいと思います。 

 次々と発生する、発達した雨雲、積乱雲が列をなした、組織化した積乱雲群によっ

て、数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される線状に

伸びる長さ５０キロから３００キロ程度、幅２０キロから５０キロ程度の強い降水を

伴う雨域とされております。 

 毎年のように線状降水帯による顕著な大雨が発生し、数多くの甚大な災害が生じて

おります。この線状降水帯による大雨が災害発生の危険度の高まりにつながるものと

して社会に浸透しつつあり、線状降水帯による大雨が発生している場合は、危機感を

高めるために、それを知らせてほしいという要望から、気象台では、本年の６月１日

から「線状降水帯に関する情報の発表」を行っておるところでございます。 

 本年の７月１９日に福岡県を含む地域に対しまして線状降水帯発生の予想が呼びか

けられましたが、幸いにも本町における被害はございませんでした。今回、発表の対

象とされた地域の範囲が非常に広く、九州北部、九州南部というような広範囲での予

想ということもございまして、関係機関の気象台等の情報を精査した結果、本町への

影響は今回は予想されないだろうということをもちまして、住民の皆さんへの呼びか

けは、今回は行っておりません。 

 線状降水帯に関しまして、発生メカニズムに未解明な点も多く、今後も継続的な研

究が必要不可欠でありますので、気象台等の精度の向上に今後期待しているところで

ございます。 

○議長（宮崎昌宗君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）いろいろ説明をいただきました。 

 この言葉は２０１４年８月に広島で起きた豪雨をきっかけにこういう言葉ができた

というふうに聞いております。この地域でも十分にそういうことが考えられるんじゃ

ないかなというふうに思っております。 

 山国川は特に流域が長く、英彦山を分水嶺として、こちらに雨が降ってなくても増

水をするというようなことが起こり得るというふうに思います。そういう中で、山国

川、佐井川、友枝川、東友枝川、発生についての見解をどのように認識しております
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か。 

 それと続いては、過去の豪雨の被害ということがあって、昭和１９年、昭和５５年、

平成３年、２４年、２８年とそれぞれ大きな台風とか水害がありました。そのときの

豪雨の記録等が分かりましたらお聞かせください。 

○議長（宮崎昌宗君）総務課長。 

○総務課長（宮吉保男君）まず、この地域での線状降水帯についてということで、御答

弁申し上げます。 

 気象研究所、気象台の研究所になりますが、その報告結果から御説明いたします。 

 平成２６年の広島豪雨における線状降水帯の大気構造や発生場所は、平成２４年、

九州北部豪雨と類似しているということが記載されております。山国川流域におきま

しても、当時線状降水帯が発生していたものと認識をしておるところでございます。 

 また、平成２４年７月に発表されました、同じく気象研究所の文献によりますと「九

州北部豪雨発生要因について」というものがございます。その時点でも既に大雨の要

因が線状降水帯であることが記述をされております。 

 昭和５５年の豪雨につきましては、大平村誌に災害の記述がございますが、当時の

気象状況に関する公式な記録というものは、残念ながら見つけることができませんで

した。ただし、長時間の豪雨ということであれば、現在と同じく線状降水帯が発生し

ていたのではないかと、その可能性があるというふうに認識しております。 

 また、線状降水帯の定義ということから考えますと日本全国広い範囲で考えれば局

地的というような言葉も、ワードも出てこようかと思いますが、例えば佐井川、友枝

川に対しての線状降水帯が発生しているというような考え方ではなくて、関連する地

域に発生した場合に災害が起こり得るということで認識をしております。 

 続きまして、雨量データ、こちらで把握しておるものなり、災害の記録ということ

で申し上げさせていただきます。 

 町の地域防災計画によりますと昭和１９年９月１７日の台風襲来による大災害で各

河川の井堰、橋梁の流出、堤防の決壊、平成２４年７月の九州北部豪雨においては床

下浸水９棟となっております。 

 大平村誌によりますと昭和５５年水害では、家屋全壊２棟、床下浸水１７４棟、床

上浸水２棟、田畑流出・埋没２０ヘクタール、冠水８６ヘクタール、道路１４０か所、

河川決壊４９６か所と記載されております。 
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 また、新吉富村誌では昭和１９年の災害の記述がございます。村内河川の井堰、橋

梁の流出、堤防決壊、田畑流出、床下浸水十数戸、住宅流出１軒という記録を確認し

ております。 

○議長（宮崎昌宗君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）ありがとうございます。 

 それで、降水量というのは分かるんですか。端的に量だけ分かれば教えてください。 

○議長（宮崎昌宗君）総務課長。 

○総務課長（宮吉保男君）降水量につきましては、国交省が持っております２４時間累

加雨量ということでお答えさせていただきます。観測所名は西友枝の横川ということ

になります。 

 記録上、一番多いのは平成２年の９月１８日、台風１９号の関連になりますが、４

００ミリというのが最多ということになっております。それと令和２年の７月６日、

２８５ミリ、令和２年の梅雨前線豪雨でございます。３番目が昭和４８年６月２６日、

２４８.５ミリ、昭和４８年豪雨でございます。４番目が平成１８年６月２２日、２４

２ミリ、平成１８年梅雨前線豪雨です。５番目が平成５年３月９日、２３９ミリとい

うことになっております。２４年の九州北部豪雨の際ですが、２０６ミリということ

になっております。昭和５５年で記録が残っておりますのが１０月１３日の台風１９

号のときですが、１１０.５ミリ、平成２８年の９月、台風１６号時ですが、この際は

８０ミリという記録になっております。 

○議長（宮崎昌宗君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）昭和５５年、旧大平村のときに東友枝川がすごく氾濫をしました。

各箇所で越水をして、非常に災害の大きさを感じたことがありました。そういう意味

で、恐らく線状降水帯が発生したのではないかなというふうに思っております。 

 そういう中で上毛町を流れる河川、山国川、佐井川、友枝川、東友枝川、過去の雨

量や観測史上最大を超える雨量になった場合、越流、氾濫、決壊等、内水氾濫、外水

氾濫が発生する可能性がある箇所の把握はできているか。 

 また、国土強靱化基本計画に基づき、必要十分な予算を確保し、自助、共助、公助

を適切に組み合わせ、ハード、ソフト一体となった取組として、強化推進していると

いうふうになっております。これに基づいて、国、県へ改良の要望等をしている箇所

があるか、お聞かせをください。 
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○議長（宮崎昌宗君）総務課長。 

○総務課長（宮吉保男君）外水氾濫の可能性がある箇所といたしましては、町内の河川

ごとに水防法で定める重要水防箇所というものが選定されております。友枝川で７か

所、東友枝川で１か所、山国川で８か所となっております。佐井川については、重要

水防箇所としては、指定をされておりません。 

 主に溢水ですね、あふれる水、溢水での選定となっており、山国川での最大想定規

模の浸水想定区域では、重要水防箇所については、いずれも浸水想定がなされている

という状況のようでございます。 

 なお、佐井川以外の県営河川につきましては、本年度、令和４年度におきまして、

最大想定規模の浸水想定区域の公表がなされるということで伺っております。 

 また、国、県営河川につきましては、やはり堤体の未改修部分というものがござい

ます。そういったものについては、毎年のように、県土整備、国土交通省、機会を取

られて、要望活動を行っております。 

 また、河川のどうしても雑木ですね、河床が浅くなるということになりますと災害

につながりますので、その部分につきましても、併せて県営河川等につきましては、

要望しております。 

 以上でございます。 

○議長（宮崎昌宗君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）ハザードマップによると上毛町には、洪水浸水区分として、氾濫

流域、河岸浸食流域等があって、特に山国川の流域では各所に浸水深が５メートルか

ら１０メートル、１０メートルから２０メートルという箇所があります。有野、原井、

上唐原、下唐原、垂水地区に見受けられますが、仮に有野で５メートルの浸水がある

と、あそこに消防機庫がありますけど、あそこが浸かってしまうというような状況ま

で、その５メートルというのはあるわけで、そういう中で、そういうことと同時に、

上唐原付近については０.５から５メートルということがあって、そういうことにな

ると農業用水との境目が分からないというぐらいになります。唐原コミュニティセン

ターとしては、１メートル浸水して、入り口の半分ぐらい水につかるという、そんな

ような状況でございます。こういう状況を考えて、どのように対応しようとしている

か、お聞かせをください。 

○議長（宮崎昌宗君）総務課長。 
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○総務課長（宮吉保男君）山国川の最大想定規模の浸水想定ということでお答えをさせ

ていただきます。 

 仮に、山国川が越水、決壊した場合には、当然、山国川氾濫発生情報ということで

国のほうから発表がなされることになります。 

 下唐原観測所の水位が６.６メートルを超えるような状況では、もう既に避難指示、

もう一段階上の警戒レベル５、緊急安全確保を町は発令することになろうかと思いま

す。つまり、そのような状況になりますともう既に山国川の水が集落内に流れ込んで

くるという状況になりますので、住民の生命を守ることを最優先するためには、関係

機関の情報によりまして、適切な時期に躊躇することなく、高齢者等避難及び避難指

示を町としては発令する必要があるということで考えております。 

 なお、山国川に関する災害が予測される場合には、唐原コミュニティセンターは避

難所としては使えないということになっておりますので、その辺の周知もしっかりさ

せていただきたいと思っております。 

○議長（宮崎昌宗君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）とにかくもうそういう状態になったときには、命が大事だという

ことで逃げていただくということがとても大事だというふうな答弁だったというふう

に思うんですよね。 

 それで先ほど県河川等々の支流については、令和４年度の中で何か公表するという

ふうに先ほど言われましたけども、先ほど来、危険性により避難を呼びかけている、

そういう指示を出している、いろんな情報を出していると。でもなかなか応じてくれ

ない状況が見受けられるんじゃないかなと思うんです。これまでは大丈夫だったとい

う言葉は通用しないと。日常の呼びかけ、定期的な防災訓練、ハザードマップ等の地

域への説明等が自治会単位で必要ではないかなというふうに思っています。 

 お年寄り、障害者、幼児等の援助が必要な方々への避難手引や自主防災組織が必要

だと思います。それがしっかり機能されておりますか。過去の実績及び今後の対応に

ついてどのようなことになっていますか、お聞かせをいただきたいというふうに思い

ます。 

 発祥地の今ということで、最大の教訓は、行政からの避難指示などの情報が伝わっ

ていたにもかかわらず、多くの住民が自分は大丈夫という思い込みで避難行動を起こ

さなかったということが挙げられるというふうに言います。逃げ遅れゼロにするため
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には、避難時のチェックリスト、また、マイタイムラインが必要ではないかなという

ふうに思います。その辺の状況をお聞かせください。 

○議長（宮崎昌宗君）総務課長。 

○総務課長（宮吉保男君）防災訓練、避難訓練ということで実績について申し上げます。 

 近年、ここ数年でございますが、残念ながら実績は正直ございません。 

 自治会長会におきまして、県の事業を活用して防災訓練ができますということをお

知らせしている状況ではございますが、なかなか、特に山間部、土砂災害の多い地域

でぜひやっていただきたいという思いはございますが、やはり高齢とか、そういう部

分でなかなか実施には至らないという状況でございます。 

 過去には、平成２４年には中村地区で６２戸５８名が参加、２５年度には東上４区

で３０戸５０名の方が参加、平成２６年には下唐原東区で８４戸９８名が参加してお

るところでございます。 

 実際訓練ということになりますと地域の役員さん、自治会長さんはじめ、役員さん

に相当お骨折りをいただかないと実施が難しいという内容に当然なってきますので、

その辺も何か他団体の事例等も参考にして、取り組みやすい環境というのはつくって

いく必要があるというふうに認識しております。 

 あと自主防災組織ということで申し上げますと今町内には２組織を町のほうで把握

しております。いずれの組織も災害全般というよりは、消防活動、可搬ポンプをお持

ちになられている地区でございます。消防を主に活動されているという組織が２組織

あるということを把握しております。 

 あと、子供さんへの防災教育ということも重要ということで考えまして、総務課の

防災担当職員が小学校に出向きまして、ハザードマップの説明、避難体験等、実際に

やっていただいたという事例もございます。 

 あと、避難の逃げ遅れということで、どうしてもそれは実際に起こってしまってい

るということですが、コロナ禍という状況もありますので、避難所に避難していただ

くことも当然選択肢の一つ、あとは、知人、親戚のお宅への早期の避難、それと、許

す方については、民間のホテルに宿泊していただくとか、そういうことで分散避難と

いうことも新しい選択肢としては出てきているのかなということで思っております。 

 ただ、ネックとしましては、避難しているかどうかの確認までは追えないというと

ころが一つネックかなというふうに思っております。 
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 三田議員さんも消防団長をされておりましたし、防災士の資格もお持ちということ

も伺っておりますので、ぜひ、そういう事業ありましたら御協力いただければと思っ

ております。 

 以上です。 

○議長（宮崎昌宗君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）何か私に返ってきましたが、私も地域の一員として、ぜひ防災士

の資格も取りましたので、ぜひ、防災士を極力町の中で増やしていただいて、そうい

う組織体系をつくっていくのがとても大事じゃないかなというふうに思いますし、さ

っき総務課長が言われたように、避難したのが、やっぱり自治会の中で分かるように

しとかないと、どこ行っとんやろうかということではとても不安な状況になるんじゃ

ないかなというふうに思います。 

 そういう中で、マイタイムライン、それから避難場のチェックリスト等々をぜひ自

治会で、そういうのを作っていただいて、どういう手順で避難していくんやと、誰が

誰を手助けするんやとか、その辺まで細かに書く必要があるのではないかなというふ

うに思っております。 

 それから、山国川でさっき内水氾濫というお話がありましたが、それを対処するた

め各地で樋門管理を行っているというふうに考えております。樋門数、樋門管理者数、

手当、開閉器の手順、排水対応、日常管理はどのようになっておりますか。 

 また、急な増水、恐らく量によってそれが行われていると思うんですが、増水が過

去あったと聞いております。イレギュラーなときの対応をどのようにしているか、回

答をください。 

○議長（宮崎昌宗君）建設課長。 

○建設課長（堀 綾一君）山国川の樋管の関係の質問ですが、山国川には下唐原地区に

４樋管、上唐原地区に７樋管、百留地区に２樋管、原井地区に１樋管、有野地区に２

樋管の１６樋管が設置されています。これらの樋管は、山国川の流水が集落からの排

水が放流される排水路への逆流を防ぐことを目的に設置されております。 

 １６樋管については、それぞれ操作員と副操作員、２名の方々を町から委嘱してお

ります。手当については、唐原樋管と原井第1樋管につきましては、水圧によりゲー

トが自動で開閉するフラットゲートとなっているため、令和４年度で年間９万９,７

００円、その他の樋管につきましては、年間２１万６,６５０円となっております。 
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 また、樋管ごとに操作をされる方を対象に、町が傷害保険に加入しております。 

 樋管の開閉手順については、樋管ごとに操作要領が定められており、操作員の方は、

その操作要領に基づき操作を行います。基本的には山国川から排水路への逆流が始ま

ったときに、樋管ゲートを全閉し、山国川の水位が下がり、逆流のおそれがなくなっ

た時点で、ゲートを開き、内水を放流するということになっております。 

 また、要領には、それぞれの樋管の操作員は、気象警報に関わらず、山国川に設置

されている水位観測所の水位に基づき、警戒態勢に入ることになっております。 

 操作員の方については、水位観測所の水位、気象情報等を確認し、体制を整えてい

ただいているところでございます。 

 日常管理につきましては、６月から９月は月２回、その他については、月１回、樋

管の常に良好な状態に保つために、樋管ゲートの開閉状況、その他機器等の稼働状況

の点検、周辺の草刈り、清掃等を行い、点検表を提出していただくようになっており

ます。 

○議長（宮崎昌宗君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）ありがとうございます。 

 そういうことで、非常に日常管理、量が増えた、減ったのときで管理を行うという

ことで、非常に大変な状況の中でやっておられるということで、本当に御苦労を感じ

ておるところであります。 

 そういう中で、山国川のその水の量が多くなるということで、下唐原地区の築堤、

引堤事業がもう完成したのかなというふうに思いますが、効果の把握をどのように捉

えておりますか。 

○議長（宮崎昌宗君）建設課長。 

○建設課長（堀 綾一君）国土交通省において整備がなされている唐原地区堤防整備事

業に伴う効果の把握という御質問ですが、この事業は平成２８年度から河道断面や堤

防断面の不足及び堤防の老朽化を防ぐことを目的に整備がなされ、今年度一部の附帯

工事を除いて、完成することとなっております。 

 堤防の整備工事に伴い、河道断面や堤防断面の不足、堤体、護岸の補強といった課

題については、改修されて、十分な効果が見込まれていると把握しております。 

 また、国土交通省が計画している事業については、今回整備がなされた唐原地区の

対岸である中津市の相原地区、相原地区においても、堤体のかさ上げ、河川流域の拡
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張工事が今年度から着手されることとなっております。 

 国土交通省においてはこの整備が完了した後に、効果等について検証を行うという

報告をいただいておるところです。 

 今後におきましても、国土交通省と連携を密にし、防災に努めてまいりたいと考え

ております。 

○議長（宮崎昌宗君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）それと同時に、山国川の上流の上唐原地区に河川防災ステーショ

ンの建設のために用地買収が行われた。概要及び現在の進捗状況をお聞かせいただき

たいのですが、これの河川防災ステーションの事業に上毛町も関わっているというふ

うに思われます。上毛町の事業の分担はどのようになっておりますか。 

 上毛町分担の水防センターというのかな、そういうものができると資料にはあるよ

うですが、防災教育や地域コミュニティーの場として利用しながら、併せて「山国川

下流地区かわまちづくり」との連携をするというふうにありますが、その概要をお聞

かせください。 

○議長（宮崎昌宗君）総務課長。 

○総務課長（宮吉保男君）議員さん、もう報道発表の資料を御覧になられてのことだと

思います。山国川では平成２４年７月の洪水で家屋等の浸水被害が発生しております。

唐原地区河川防災ステーションは、山国川水系の洪水被害を最小限とするため、災害

時の緊急復旧活動を行う上で必要なコンクリートブロックなどの緊急用資材の備蓄、

駐車場、ヘリポート等の整備を国が行うとともに、町が水防センター機能を設置し、

災害時の活動拠点となる施設でございます。 

 現時点では、河川事務所より排水ポンプ車を１台配備するということを聞いており

ます。排水能力につきましては、毎分３０トンクラスということで、毎分５トンのポ

ンプを６台ということで聞いております。 

 また、水防センターにつきましては、水防資材の機材倉庫が中心の構成になろうか

と思います。ただ、平常時には、地域の皆様にも御活用いただける施設となるように

今後地元の皆様の御意見も参考にさせていただきたいと考えております。 

 事業の進捗状況でございますが、先ほど議員さん言われましたとおり用地買収はも

う既に終えております。地元説明会を数回行わせていただいた結果、皆様からの要望

をたくさんいただいております。 



-37- 

 そのうち、対応可能な部分につきましては、山国川河川事務所におきまして、可能

な範囲で設計変更をただいま行っておるという状況でございます。 

 工事につきましては、国が所管する部分について本年度と来年度で工事を実施予定

でございますが、若干、工程が遅れておりますので、工期は延びる可能性があるとい

うことで伺っております。 

○議長（宮崎昌宗君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）そしたら、水防センターも、要するに防災ステーションが出来た

とき一緒に出来上がるという見解でよろしいんですか。 

○議長（宮崎昌宗君）総務課長。 

○総務課長（宮吉保男君）当初は一応そういう状況でスタートしたんですが、なかなか

国の事業の進捗と併せて、町が予算を上げるというのが非常に厳しい状況でございま

すので、ある程度、国の事業の進捗を確保といいますか、担保できましたら、改めて

予算についてはお願いをしたいということで考えております。 

 若干、国の所管部分とはずれる可能性が強いのかなということで考えております。 

○議長（宮崎昌宗君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）その際うちの持ち出し等々はどのくらい想定されるんですか。 

○議長（宮崎昌宗君）総務課長。 

○総務課長（宮吉保男君）地元から様々な御意見をいただいております。そういった部

分も反映する必要があろうかと思いますので、今事業費が幾らということは決定して

おりません。可能な範囲で国の補助金等は活用させていただきたいということで考え

ております。 

○議長（宮崎昌宗君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）ぜひ、そういうものを造る中で、地域の人たちがいろんな意味で

防災力とか、防災に関する認識を高めていただいて、本当に逃げ遅れない状況をつく

っていただくように、今後の中で努力していただきたいというふうに思います。 

 そういう中で、盛土、土砂等の堆積現場、昨今の豪雨、台風などの自然現象により

災害の発生が各地で起こっております。上毛町、福岡県等で認可されている土地で危

険性がある場所は把握をしておりますか。管理体制はどのようになっていますか。場

所等、件数をお聞かせください。 

○議長（宮崎昌宗君）住民課長。 
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○住民課長（円入忠義君）それでは、私のほうから盛土ということで御答弁をさせてい

ただきます。 

 まず、令和３年度に昨年の９月議会の宮本議員の一般質問でも御答弁をさせていた

だいたものでちょっと重複をいたしますが……。（「声が小さい」と呼ぶ者あり）重複

をいたしますが、住民課所管分では、上毛町土砂等の堆積の規制に関する条例があり、

５００平米以上３,０００平米未満の面積の土地に、土砂等の堆積を行う場合、土砂等

の堆積に関する計画を定め、町長の……。 

○８番（三田敏和君）すいません、ちょっといいですか。 

 もう場所と昨年、条例等の内容はお聞きしましたので、場所がどこにあるか、何か

所かあるか、それだけで結構ですお聞かせください。 

○議長（宮崎昌宗君）住民課長。 

○住民課長（円入忠義君）町の条例に関しては今現在許可をしているところはございま

せん。 

 それから、県の分なんですが、県の土砂条例に関する分については、許可件数とし

ては１件、旧宮崎農園さんということで、現在は今年の６月２９日に事業変更で株式

会社ウエダのほうに変わっております。その１件だけです。 

 以上です。 

○議長（宮崎昌宗君）産業振興課長。 

○産業振興課長（垂水勇治君）本町における盛土の現状と対応はということで答弁させ

ていただきます。 

 産業振興課で盛土を把握している箇所は、東上地区で旧森の風が所有していた土地

に建設しております太陽光発電施設の１か所でございます。総面積は１９.７ヘクタ

ールで、森林面積が５.５ヘクタールありましたので、申請事業者は福岡県に林地開発

計画を提出しております。県は審査の際には、災害や水害を発生させるおそれがある

かどうか、水の確保や環境の保全に支障を及ぼすおそれがあるかどうかについて審査

を行うとともに、現地調査や関係市町村の意見聴取を行い、最終的な判断をしており

ます。 

 東上地区の開発行為に対する県からの意見照会は、令和元年にありまして、町は、

当該地域は民家の集落や農地に接しており、災害の防止及び営農に来すことがないよ

う十分留意すること等の意見を付して、県に回答しております。 
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 現在大雨が降った場合は、現地の見回りをして異常がないかどうかの確認を行って

いるところでございます。 

 日常の管理につきましては、福岡市の管理会社が管理しておりまして、毎週２日間、

現場に来て、異常がないかの確認を行っているということでございました。 

○議長（宮崎昌宗君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）ありがとうございます。 

 日常の管理をしっかりやっていただいて、ぜひその辺の対応をしていただきたいと

いうふうに思います。 

 次に、学校教育についてお聞きをいたします。 

 福岡県教育委員会は７月２８日に全国学力、学習状況調査の県内結果を公表してい

ます。標準化得点ということで、全国１００とした指数で公表しておるということで

ございますが、そういう中で、小学校の国語と算数、中学校の国語が全国平均以上で、

中学校の数学、理科は全国平均を下回っているというような公表結果でした。学力の

定着が課題というふうにしております。 

 過去からの推移及び、併せて上毛町の状況をお聞かせください。 

○議長（宮崎昌宗君）教育長。 

○教育長（道免 隆君）それでは、今の議員の御質問に対しまして、私のほうから御答

弁をさせていただきます。 

 まず御質問の本町の学力の状況ということでございます。それで、この公表につき

ましては、本町の教育委員会の会議におきまして、平成２８年１０月に全国学力・学

習状況調査、並びにそのほかの調査の結果、特に学力の部分について、公表する際の

確認事項というのを定めました。その内容は、町情報公開条例や個人保護条例になど

に沿って、説明責任を果たすように努めると。その際、序列化につながったり、児童

生徒に支障を及ぼしたりすることのないよう、町全体のレベルをよい、同じ程度、悪

いといった言い方で回答するが、生の数字や学校別は出さないことというような確認

を行っております。もちろんこのような確認を行った背景というのはもう議員も御承

知のとおり、この全国調査が平成１９年度に始まりましたけども、マスコミ報道等で、

全国の都道府県別の順位が出るとか、過熱した中で、実際、学校において、いわゆる

正規の学習の時間に過去の問題をさせるとか、あるいは学力の厳しい子を試験の日に

来させないとかいうようなことがあったり、あるいは自治体によっては、全国平均を
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下回る学校の学校名、校長名を公表するとか、そういったような動きもあって、こう

いったことのいわゆる過度な競争に陥らないようにということで、そのような確認を

したところでございます。 

 その確認事項に沿いまして、本町の学力の状況を御説明申し上げます。 

 小学校においても、中学校においても、国語、算数・数学、本年度は３年に１回の

理科が実施をされましたけども、全ての教科区分におきまして、ほぼ全国と同じ程度

の結果となっております。ちなみに、今、標準化得点ということがありましたので、

これについては、福岡県が市町村に対しまして、この得点を公表してよろしいかとい

うことがありまして、教育委員会で協議をした結果、いわゆる先ほど言いました学校

が特定されないようにということで、本町の小学校全体の標準化得点の公表はよろし

いということで、県のほうに回答しております。 

 それによりますと、本町の標準化得点は過去３年間、令和２年度はコロナ禍でしっ

かり調査を行われませんでしたので、令和元年、令和３年、令和４年を見ますと、小

学校においては９８から１０１の間でほぼ同程度と、先ほど言いました程度という結

果でございます。 

 以上です。 

○議長（宮崎昌宗君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）そういう中で、新聞報道で、６教育事務所管内で、福岡市が平均

より高い、筑豊が低い。ここもどっちかというと低いほうやというような数字が出て

おりましたが、端的にこの福岡が高くて、ここがそこより低いと。中には問題で言う

１問か２問の差というふうに書いてあったんですね。でもその背景なるものは、いろ

いろあると思うんですけど、教育長どのようにお考えですか。 

○議長（宮崎昌宗君）教育長。 

○教育長（道免 隆君）その要因については、今、議員おっしゃるように、例年６教育

事務所ごとの順位というか得点が出ますので、当然順位が分かるわけですが、平成１

９年度の実施以来、福岡は常に１位ということで、あとほかの五つの教育事務所管内

については、順位の入れ替わりがございます。京築地区は、おっしゃるように下のほ

うが多かったんですが、昨年の令和３年度は２位というようなこともございました。 

 ただ、今、議員がおっしゃる福岡教育事務所管内がなぜ高いのかということで、こ

れについては、県も分析をし、その内容を公表しているわけではございません。あく
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までも私の主観ということで、お聞きいただければと思いますが、まず一つは、福岡

都市圏、太宰府、春日市等々、いわゆる大きな、大規模な学校が多うございます。そ

ういった学校においては、一定程度、指導の内容がスタンダード化されて、いわゆる、

ミドルリーダー、年齢構成が一定程度安定をしております。そういった中で、いわゆ

る授業のスキルの部分が校内の中でも継承されているいうようなところがあろうかと

思います。ちなみに本町は、特に小学校で顕著でございますけども、本町の現在、小

学校の担任の年齢構成を調べますと、２０代、３０代の１０年未満が８５％になって

います。大変厳しい状況にあります。 

 そういった中でございますけども、今、一生懸命、各学校で指導力の向上を図って

いるところです。 

 二つ目の要因としては、福岡都市圏におきましては、いわゆる高校進学に関わって

いわゆる進学校と言われる有名私立、公立の学校が数多くございます。そういった中

にあって、やはり児童生徒、保護者の中により高みを目指そうという意識が高くなっ

ている。したがって、いわゆる塾に通う児童生徒の割合も非常に高くなっているとい

うふうに私は推察をしております。 

 以上です。 

○議長（宮崎昌宗君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）ありがとうございます。 

 そういう中で、学習指導要領に基づいて３年の移行期間を経て、２０２０年から小

学校で英語の教育が実施されました。上毛町でも２年先行するという形で実施されて

おります。３年生と４年生は外国語活動、年間３５単位、それから、５年生、６年生

は外国語ということで、７０単位ということで、そういう中で英語を専門とした専科

教員を配置するというようなことがありましたが、それができているのかできていな

いのか、それだけでも結構なんでお答えください。 

○議長（宮崎昌宗君）教育長。 

○教育長（道免 隆君）国におきましては、専科教員を導入するということで外国語以

外の教科も含めて、令和４年度、いわゆる増員計画を立てて実施をしているところで

す。 

 ただ、全国的に見てもう御承知のとおり、数千人という単位でございます。本町の

ほうに１名配置は要望しておりますけども、残念ながら、配置はできてないと。ただ、



-42- 

教育委員会として、県のほうに専科教員の要望をずっと続けております。加配として、

各小学校に英語、外国語の授業をする加配教員を定数上はいただけました。しかしな

がら、議員御承知のとおり、昨今、非常に講師不足という中で、この２年間、加配の

定数はいただいたんですが、残念ながら、該当者が、講師が見つかりませんというこ

とでいただけてないという状況でございます。 

 以上です。 

○議長（宮崎昌宗君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）ぜひ町長も探していただいて、ぜひ加配は実施できるようにして

いただきたいなというふうに思っております。 

 それから携帯電話の件なんですが、スマートフォンも含めて保有率が６０％を超え

たというふうな状況があって、中学生では８２％、高校生に至っては女子は１００％

持っているというようなデータもあるようでございます。利用時間も２時間から高校

生が６時間というような、１日にそういう利用をしていると。そういう中で、子供達

は基本的に学校に持ち込むということは禁止されておりますが、家庭内でどのくらい

保有しているか、どのくらい使っているかというような把握をしたかどうか、もし分

かればお聞かせいただきたいのと、８月１６日に北九州市で、娘さん含んで、お母さ

んが刺殺されるという事件がございました。殺傷事件がございました。それは位置情

報共有アプリというものを常時こう入れてて、誰がどこにおるんやと分かるような状

況になっております。そういう状況を踏まえると、本当にバーチャル犯罪が怖さを露

呈した事件ではないかなというふうに思います。そういうこと等々について保護者等

にどのように注意喚起しているかお聞かせをください。 

○議長（宮崎昌宗君）教育長。 

○教育長（道免 隆君）まずいわゆるスマートフォンの所有の調査ということについて

お答えをいたします。 

 本町教育委員会として平成３１年、今から３年前の２月に、所有率の調査を行いま

した。その結果は小学校全体で２６.１％、中学校で６６.１％という結果でございま

した。ちなみに平成３０年の、その前年度に内閣府が行った調査の結果では、小学生

が２９.９％、中学生が５８.１％という結果でございましたので、小学生については、

若干低く、中学生については、若干高いというような結果でございました。 

 それから、いわゆる家庭での使用の状況でございますが、家庭のこれについて直接
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的な調査は現段階ではしておりません。ただ、先ほど、学力の件がございましたけど

も、全国学力・学習状況調査の中で、家でスマートフォンを使って、ＳＮＳやあるい

は動画視聴をどれくらいしますかという設問がございます。その中で３時間以上と回

答した生徒児童の割合は、本町では全国、県平均より若干高いと。一方、中学校にお

いては、その平均よりも１４％程度低いというような結果が出ております。 

 それから、ＳＮＳの危険性の部分ですけども、それにつきましては、毎年、小学校、

中学校において、保護者と学ぶ規範意識の授業を受けまして、毎年スマホの危険性、

あるいは安全な取扱い等について、講演会形式で実施をしております。講師としては、

子供とメディアというメディア関係に強い、そういった企業、あるいはＮＴＴドコモ

等から講師を招いて講演会を実施しているところです。 

 以上です。 

○議長（宮崎昌宗君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）次に、弱者に寄り添う支援ということでお聞かせいただきたいと

思います。 

 私が生理用品の質問をするのはちょっと抵抗があるわけですけども、町内の中学校

に通っているお母さんからも要望があったので質問をいたします。 

 経済的な理由で生理用品を買えない、生理の貧困がコロナ禍において社会問題化し

たことをきっかけに、生理用品を学校のトイレに無料で設置するという動きが各地で

始まっております。 

 児童生徒が急に生理なった場合、町内の小学校では現在どのような対応をされてい

るかお聞かせください。 

○議長（宮崎昌宗君）教育長。 

○教育長（道免 隆君）それにつきましては、本町におきましては、小中学校ともに、

必要なときに保健室に来て、養護の先生に言って、持っていくというような対応を取

らせていただいております。 

 ちなみに、学校のほうのから聞き取りした結果では、生理用品が買えないというよ

うな悩みを抱えた児童生徒がいるということは上がってきておりません。 

 以上です。 

 それから、すいません、トイレに置くという件につきましては、やっぱり、衛生面

の問題、それから小学校においては、いわゆる生理用品というものについての認識は、
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４年生の授業で初めて、体の構造等についての学習を行いますので、そこについては、

現段階では考えておりません。 

 以上です。 

○議長（宮崎昌宗君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）経済的な理由だけではなくて、いつ生理が来るか分からないとい

うような不安な状況とか、生理に関する悩みを話しづらいというようなこともあるよ

うで、精神的な負担とか、生理の理解を深めるという意味では、必要なことじゃない

かなというふうに思います。 

 今、中１のうちの孫にも確認したら保健室で今もらえているというようなことでし

たけども、やっぱちょっと不安な時があるということなので十分その辺は対応してい

ただいて、もし、そういうことが望ましいんであれば、また置くような検討も、ぜひ

進めていただきたいというふうに思いますが、いかがですか。 

○議長（宮崎昌宗君）教育長。 

○教育長（道免 隆君）一つ、養護の教諭がその発達段階に応じて、もういつでももら

いに来ていいのよというようなことで、アナウンス等をしっかりやっているというこ

となんですけども、そういった必要性、迫られるような事案が学校現場から上がって

くれば、その場合、検討させていただきたいと思っています。 

 以上です。 

○議長（宮崎昌宗君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）政府が昨年まとめた「女性活躍・男女共同参画の重点方針２０２

１」で、女性の健康や尊厳に関わる重要な課題として、初めて支援を打ち出しました。

そういう中で多くの自治体が無料配布をしたんですが、ただ申し出るの恥ずかしい

等々で、なかなか受け取れない実態があるというようなこともあって、上毛町の公共

施設等々について、トイレに常備するお考えはありませんか。また、費用については、

回収ボックス等々のいろんな対応が取れるんじゃないかなというふうに思いますが、

その点はいかがでしょうか。 

○議長（宮崎昌宗君）総務課長。 

○総務課長（宮吉保男君）公共施設全般の対応ということでお答えをさせていただきた

いと思います。 

 防災の関連で、若干ですが、備蓄しておるものもございます。メーカーに問い合わ
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せますと期限は決まってないということではありますが、３年程度で入れ替えをして

いただければということでございましたので、そういったものも活用しながら、更新

の時期に併せて学校なり、そういったところで活用できるものがございましたら、有

効に使わせていただきたいというふうに思っております。 

○議長（宮崎昌宗君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）それと女性のトイレには生理用品などを捨てるサニタリーボック

スというのがございます。汚物入れです。ところが一方、男性のトイレにはほとんど

ございません。前立腺がんや膀胱がん等々によって、尿漏れパッド等をそこに捨てる

というようなことがあって、なかなか困るケースが発生をしております。公共施設の

男子トイレにもサニタリーボックスを設置するべきではないかなというふうに思って

おります。国連が掲げるＳＤＧｓにトイレに関して、女性や女の子、弱い立場の人が

どんなことが必要なのかについて、特に注意するというような項目があります。トイ

レで困ることがあるのは、人権問題だとも言われております。そういう状況について、

そういうようなお考えはないかどうかお聞かせください。 

○議長（宮崎昌宗君）総務課長。 

○総務課長（宮吉保男君）これにつきましても、公共施設全般ということで私のほうか

らお答えをさせていただきます。 

 現在の設置状況でございますが、既に設置済みは道の駅と大平楽の室内のトイレ、

それとげんきの杜ということになっております。残念ながら役場本庁、支所、コミュ

ニティセンター等への設置はしていないというところでございます。 

 費用等も確認しましたら高額なものではございませんので、既存の予算で対応でき

るものについては、しっかり対応させていただきたいと思います。 

 なお、設置につきましては、熊本県とかのホームページ出ているように設置の目的

であったり、そういったものもしっかり表示をさせていただきたいと思っております。 

○議長（宮崎昌宗君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）それから次に、先日もＮＨＫの総合で放映されましたが、帯状疱

疹の発生が加齢の関係で、日本では５０代から帯状疱疹の発生率が高くなっておりま

す。８０歳までに３人に１人が発症するとも言われております。 

 水ぼうそうが原因のウイルスだということで、子供の頃にかかると発症しやすいと

いうことでなっております。 
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 それで２００９年、２０１９年までに、宮崎県で調査をした結果、帯状疱疹の発生

率を示したデータから見ると、２０１２年から増加していると。特に２０１４年を境

に、発症率がさらに上昇していると。その理由は２０１４年１０月に水ぼうそうワク

チンの定期接種が始まったことに起因もしているというような状況でございます。帯

状疱疹の発生状況についてどのように認識をしておりますか。 

○議長（宮崎昌宗君）子ども未来課長。 

○子ども未来課長（末永浩一君）帯状疱疹の発症状況については、議員のおっしゃると

おりです、帯状疱疹の原因となる水痘・帯状疱疹ウイルスは、水ぼうそうを発症した

ことのある人であれば、誰もが持っており、日本人は成人のおよそ９割がこのウイル

スを持っているとされております。 

 日本人の平均年間発症率は０.４５％となっており、帯状疱疹の発症割合は５０歳

以上が全体の７割を占めており、６０代、７０代と年齢を重ねるごとに発症率は増加

します。 

 先ほど議員、質問の中にありました、宮崎県で行われた帯状疱疹の大規模疫学調査、

俗に「宮崎スタディ」と言われるデータによりますと、５０歳未満の発症率は０.３％、

５０代で増加し、男女ともに７０代でピークを迎え、０.８％ということで、今後、高

齢化が進む中で、発症者の増加が指摘されております。 

 以上です。 

○議長（宮崎昌宗君）三田議員。 

○８番（三田敏和君）そういう中で、非常に後遺症として、一生残るというような事例

もあるようでございます。それをなくすためにワクチンというのがあるんですが、不

活化ワクチンというのがございまして、２０２０年から出ているんですが、２回打つ

必要があって、４万円ほどかかるというようなことで、国も検討しているようでござ

います。この前、自見英子先生に確認したら国も検討していると。ぜひ、定期ワクチ

ンができるようにしてくださいというふうにお願いしたんですが、ぜひ上毛町でそう

いう特に５０歳以上で発生して、５０歳以上が打てると、いろんなワクチンの要望が

あるというふうに思いますが、これも踏まえて検討してみたらいかがかなというふう

に思うんですが、どうでしょうか。 

○議長（宮崎昌宗君）子ども未来課長。 

○子ども未来課長（末永浩一君）帯状疱疹は、皮膚症状が治った後も、今、議員おっし
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ゃったとおり、５０歳以上の方の約２割の方に長い間痛みが残る、帯状疱疹後神経痛

になる可能性があることも承知しております。 

 ワクチン接種は定期接種と任意接種に分けられ、帯状疱疹ワクチンは任意接種とさ

れております。任意接種のワクチンは国が使用することを認めてはいるものの、予防

接種法には規定されていないワクチンであり、接種する場合の費用は自己負担となり

ます。 

 帯状疱疹ワクチンには、ウイルスを弱毒化して、病原性をなくした生ワクチンの「ビ

ゲン」と、ウイルスの感染力を失わせたものを原材料にした不活化ワクチンの「シン

グリックス」があり、どちらのワクチンにも帯状疱疹の発生を抑える効果があるもの

の、生ワクチンには明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する者及び免疫制御を来

す治療を受けている者には接種をしてはならず、不活化ワクチンでは、重大な副反応

として、アナフィラキシー反応を含む過敏症状があるとされております。 

 このような中、厚生労働省の厚生科学審議会におきましては、帯状疱疹の発生頻度

やワクチンの効果の持続性等から接種に最適な対象年齢と期待される効果、安全性な

どについて議論されており、定期接種に向け検討が進められております。 

 帯状疱疹ワクチンにかかる費用の費用負担の軽減に関してなんですが、内閣府から

は、地方創生臨時交付金の活用について、各自治体の判断により、コロナの影響によ

り発生する住民の負担を軽減するため、帯状疱疹ワクチン接種にかかる費用の負担の

軽減に、臨時交付金を活用することが可能との見解が示されております。臨時交付金

を使った助成は可能であっても、交付金は一時的であることや、予防接種は接種後の

副反応や健康被害が問題となるケースが見受けられ、定期接種と任意接種には健康被

害が生じた場合の救済にも大きな違いがあります。 

○８番（三田敏和君）分かりました。（「残りも僅かです」と呼ぶ者あり） 

 状況は分かりました。そういう中で、ぜひ検討を進めていただきたいなというふう

に思うんですが、私はその上昇とか出やすい部位、それから、帯状疱疹と思ったらど

うなるかということについて、ぜひ広報でお示しをいただきたいと思います。その辺

だけ最後、一言。（「議長、休憩」と呼ぶ者あり） 

○議長（宮崎昌宗君）はい。まだいいです。まだ１分あります。 

○子ども未来課長（末永浩一君）日常生活で予防するには十分な栄養と睡眠、規則正し

い生活により免疫力を低下させないことです。 
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 帯状疱疹に関する健康管理やワクチン接種などの情報につきましても広報紙等によ

り、町民の方々に情報提供を行っていきたいと考えております。 

 以上です。 

○８番（三田敏和君）以上で終わります。 

○議長（宮崎昌宗君）三田議員の質問が終了いたしました。 

 ここで暫時休憩いたします。再開は午後１時１０分からです。 

                           休憩 午後 ０時１０分 

                           再開 午後 １時１０分 

○議長（宮崎昌宗君）それでは休憩を解き、会議を再開いたします。 

 ７番目に１０番、茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）皆さん、こんにちは。１０番、茂呂です。一般質問を行います。 

 私は今回、イオニアカードＰＬＵＳ、消防団員の処遇改善について、高校生までの

医療費の無料化について、補聴器購入費助成制度の創設について、上毛町内にある国

道１０号線の車両通行帯の白線について、以上５項目質問いたします。 

 明確なる答弁を求めます。詳細については、質問席より行います。 

○議長（宮崎昌宗君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）まず、イオニアカードについて質問いたします。 

 今年の６月議会で、私はイオニアカードから離したイオンの発生数についてお尋ね

したところ、特に町は求めていないし、メーカーからも提示はございませんでしたと

答弁しています。 

 そこで、改めてお尋ねいたします。カードから５０センチ離した位置、１メートル

離した位置、２メートル離した位置で、それぞれイオンの発生数は幾らでしょうか。 

 それと、カードを購入するとき、カードの周囲１.５メートルから２メートルの範囲

をイオンで包み込むというイラストがホームページで確認できました。今、カードの

周囲１.５メートルから２メートルの範囲をイオンで包み込むというイラストがホー

ムページで確認できるでしょうか。 

○議長（宮崎昌宗君）総務課長。 

○総務課長（宮吉保男君）イオニアカードＰＬＵＳの製造元が発表しているカードから

５０センチ、１メートル、２メートル離した位置でのイオン発生数はということで答

弁をさせていただきます。 
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 カードから離した位置でのイオン発生数については、メーカーから公表はされてお

りません。 

 続きまして、カードの周囲１.５メートルから２メートルをイオンで包み込むとい

うことがホームページやカード製造元の資料で確認できるかについて御答弁いたしま

す。 

 ホームページや製造元が公表している資料はございませんので、確認することはで

きません。 

 茂呂議員さんから再三同様の質問をいただきまして、これも再三お答えしておりま

すが、病気から体を守る万全なものではございませんので、新しい生活様式に基づく

行動に加えまして、このカードを携帯していただくことで少しでも健康リスクの軽減

につながればとの思いからこのカードを配布させていただいたものでございます。 

 議員さんがお尋ねされている数値の有無をもって購入を決定したものではございま

せん。 

 また、茂呂議員さんが行った住民監査請求におきましても、カード購入に関して町

の事務は適正に行われていたということが明確に監査委員さんから出されております。

監査結果には、請求に理由がないため却下ということも書かれておりますことを十分

に御確認いただければと思っております。 

 以上です。 

○議長（宮崎昌宗君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）町は効果が期待されると言って、そういう判断で買ったという

ことを答弁されていますが、その期待されるということが、密室空間でのデータであ

ったと、それが一つ言われました。 

 それからもう一つ私がお聞きしたいのは、購入当時にそのイラストにあったカード

の周囲２メートル、この２メートルの範囲にイオンが発生して、イオンがあって、そ

れを包み込んでいると。そのイラストによって、このカードはイオンの力によって、

空気のトラブルから身を守れるということで買ったのかどうかをお尋ねいたします。 

○議長（宮崎昌宗君）総務課長。 

○総務課長（宮吉保男君）最初にお断りをしておきたいんですが、私どもが答弁した内

容を茂呂議員さんの解釈で、違う表現でされると誤解を招くと思いますので、そこは

解釈を変えないでいただきたいと思います。 
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 それとイラストにつきましては、当時確かにホームページにございましたが、それ

は今削除されているということです。そのイラストについては、御存じのとおり消費

者庁からの広告に関する指摘がございましたので、そういった誤解を招くおそれがあ

るものについては、自主的にもうホームページから取り除いたということでございま

す。町もその１メートルから２メートルの間にイオンが発生しているので購入を決め

たとか、そういうことではございません。ほかの今手元にございますが、こういった

空気清浄機についても同様の表示がございます。実空間での作用を保障するものでは

ございませんということがはっきり書かれております。全く同じことだと思います。 

 あともう１点、先ほど効果とおっしゃられましたが、私どももやっぱりこれを皆さ

んにお渡しするときには、そういった言葉ですね、効果という文字自体は使ってはい

けないというところまで確認をしております。作用が期待できるということでお配り

をさせていただいております。そういったところも、公の場で発言されるとまた違う

解釈になりますので、違う言葉に置き換えたりということは控えていただければと思

います。 

○議長（宮崎昌宗君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）このイラストにはね、「有効の範囲は」と書いとるけんね、効果

という言葉を使ったわけです。それで、このイラストを見て、これでやっぱり効果が

期待できるという認識はなかったのですか。新たに聞きます。やっぱり普通の人が見

れば、こういうことでイオンに包まれて、効果が出るのかなとそれは思いますよ。 

○議長（宮崎昌宗君）総務課長。 

○総務課長（宮吉保男君）商品の一部の部分を切り取って、それをもって購入を決めた

とかいうことはございません。販売元の説明等を伺いながら、これは少しでも皆様の

ためになるだろうという思いの中から購入を決めさせていただきましたので、そのイ

ラストが購入の決定の基になったとかいうようなことではございません。 

○議長（宮崎昌宗君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）過去もイラストとか、それからメーカーの説明で、そういうの

を参考にして購入したという答弁があったと思いますが。 

○議長（宮崎昌宗君）総務課長。 

○総務課長（宮吉保男君）先ほどお答えしたとおりでございます。 

○議長（宮崎昌宗君）茂呂議員。 
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○１０番（茂呂孝志君）それでお聞きするわけですが、令和３年５月２７日に当時の宮

吉主幹がイオニアカードの件について顧問弁護士と相談しています。その中で当時の

宮内主幹が当時の総務課長に５点ほど報告しています。その中で、町が期待するとお

りの商品が納品されたのであれば、損害賠償請求の対象にならないと報告されていま

す。説明を受けたということは、当時の期待と違っていたということになるんじゃな

いですか。 

○議長（宮崎昌宗君）総務課長。 

○総務課長（宮吉保男君）ちょっと今御質問されている意味がよく分からないんですが、

私どもはそういう御質問いただくということなので、法的には問題がないかというこ

とをあくまで町の顧問弁護士さんに相談をさせていただいたということでございます。 

○議長（宮崎昌宗君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）そこで、令和３年２月２４日だと思いますが、町の顧問弁護士

と相談された記録を情報開示請求で請求したら回答がありましたが、弁護士さんのほ

うから、契約前に町が受けた説明と相違がなければ問題ないということの御指導があ

ったんじゃないですか。 

○議長（宮崎昌宗君）総務課長。 

○総務課長（宮吉保男君）事前に御質問いただいている項目にはございませんので今手

元にその記録は残っておりませんので、もし私が違う発言をしてしまうと、また余分

なと言ったら失礼ですけど、違う誤解を生むおそれがありますので、今記録を持ち合

わせておりませんので、すいません、答弁を差し控えさせていただきたいと思います。 

 ただ、私どもとしましては、その一部の部分を、先ほども申し上げましたが、絵が

あるから買ったとかということではございませんので、例えば車を買うにしても、電

化製品を買うにしても、それを捉えて買うということじゃなくて、トータルでこれが

町にとって必要かどうかという判断をした上で購入をしたということでございます。 

 以上です。 

○議長（宮崎昌宗君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）先ほどの質問は、ちょっと手元に資料がないので答弁を控える

ということでありますので、この件については、ここで今やっても、答弁を控えると

いうことで、前向きにいかないと思いますので、改めてお聞きします。 

 そこで、次の質問に移っていきます。 
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 消防団員の処遇改善についてですが、消防団員の水害、火災などの出動報酬の引上

げについて伺います。 

 最近、近隣自治体では、消防団員の出動報酬の引上げを行っているようですが、上

毛町では見直しがされていません。国からも見直しの通知があったと思いますが、見

直しを見送ったのはなぜでしょうか。 

○議長（宮崎昌宗君）総務課長。 

○総務課長（宮吉保男君）消防団員が水害・火災等により出動する場合の費用弁償につ

いて、１回当たりの金額を引き上げる考えはということで御答弁をさせていただきま

す。 

 消防庁長官から、令和３年４月１４日付で「消防団員の報酬等の基準の策定等につ

いて」という通知がなされております。出動報酬の創設や年額報酬及び出動報酬の基

準の策定など、消防団員の処遇改善に向け、今後必要な措置として取り組むべき事項

や、留意事項が通知され、出動１回当たりの標準報酬は、災害出動で８,０００円、災

害以外の出動については、市町村が定めるということになっております。 

 これを受けまして、本町では、既に近隣市町、県内も含めまして、改定の状況の確

認や消防団の役員の方々と協議をもう既に継続して行っているというところでござい

ます。 

 現時点では、出動報酬、改定に関して具体的な金額等は固まってございませんが、

条件が整いましたら、令和５年度の当初予算において必要な予算措置、関係例規の整

備ができるよう準備を進めていく予定としておるものでございます。 

 なお、出動報酬の単位を回数、日数、または時間とするかが決定しておりませんの

で、標準どおりの出動報酬を支給することになるかどうかはまだ未定ということは、

御理解いただきますようお願いいたします。 

 それと補足ですが、国から財源の措置をしているということは出ておりますが、明

確に、実額でうちの町が８,０００円を国から頂いているということではございませ

んので、単純に計算いたしましても、昨年の出動実績からいくと、年間、そのとおり

に当てはめますと３３０万程度の増額ということになります。 

 このうちの幾らを国が財政支援をしていただいているのかというのも、私はやっぱ

り、防災を預かる身でもございますが、財政を預かる身でもございます。そこが明確

にならないと、基準どおりになるのか、若干下げたところでさせていただくのかとい
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う判断はまだつきかねるというところでございます。 

○議長（宮崎昌宗君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）通知は出しても国は財源の保障はしてないというような答弁で

あります。これは全国的にそうだろうと思います。うちの町がそうであればそうだろ

うと思います。 

 そういう中であっても多くの自治体が見直しを行っています。うちの町の現時点で

は、県下６０自治体あるうちで何番目に当たりますか、お尋ねいたします。 

○議長（宮崎昌宗君）総務課長。 

○総務課長（宮吉保男君）そういった資料は今持ち合わせてございません。 

○議長（宮崎昌宗君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）ちょっと自治体名は控えますけれどが、５００円というのが１

自治体、それから一つの市が１日のそういう、１日当たりか、１回当たりかね、１日

当たりか、１日当たりのそういう金額はないという自治体が一つあります。 

 それで、その次に上毛町が１,０００円です。そのあとは２,０００円が続いていま

す。それから、自治体によっては上積みしています。上毛町も来年度の予算で、これ

を見直すという考えを示しましたので、ぜひその方向で各自治体の見直しの例も参考

にしながら、ぜひ実現させてほしいと思います。 

 これについては、これで……。 

○議長（宮崎昌宗君）茂呂議員、答弁があるそうです。 

 総務課長。 

○総務課長（宮吉保男君）条件が整えば、予算計上なり、条例改正をお願いしたいと準

備を進めているということでございます。必ずやりますということでございませんの

でそこは誤解のないようにお願いします。条件が整って初めてお願いができるものと

いうことで思っております。 

○議長（宮崎昌宗君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）そういう条件とはどういうものでしょうか。 

○議長（宮崎昌宗君）総務課長。 

○総務課長（宮吉保男君）消防団員さんに直接関わる部分でございますので、やはり団

員さんの御理解をいただかない限りは、手当、そういったものをこちらが一方的に変

えるということはできませんし、近隣とのバランスということも当然考慮しないとい
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けないということがございます。それと、財政的な面ですね、そういったところもト

ータルで考えていくということでございます。 

○議長（宮崎昌宗君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）ぜひ来年度の予算に反映していただきたいと思います。強く要

望しておきます。 

 それでは、高校までの医療費の無料化について伺います。 

 九州一輝く町、人口１万人を目指す本町として、子育て世代の負担を軽減し、子育

てしやすい町になることが必要なことだと思います。 

 高校になると、部活も活発になり、それに伴い、けがも多く、医療費が多くなると

いう声も聞きます。児童生徒の医療費の無料化は、時代の流れであります。高校生ま

での医療費の無料化について、町長はどのようなお考えをお持ちでしょうか、お尋ね

いたします。 

○議長（宮崎昌宗君）長寿福祉課長。 

○長寿福祉課長（園田秀秋君）御質問の高校生までの医療費無償化の検討はについて御

答弁いたします。 

 過去に茂呂議員及び廣﨑議員から同様の御質問があった際にも御答弁しております

が、高校生の医療費無償化には年間約１,０００万円の財源が別途必要と試算してお

ります。 

 本町では中学校３年までの通院による個人負担は、１医療機関当たり月８００円の

みとしており、県の制度と比較いたしましても、一定の負担軽減は図られているもの

と考えております。 

 また、本町の子育て支援施策につきましては、近隣の他自治体と比較しても、遜色

のないものと考えております。 

 現時点では高校生までの医療費無償化については考えておりません。 

 以上です。 

○議長（宮崎昌宗君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）近隣自治体での実施状況についてどのように把握しておられま

すか。 

○議長（宮崎昌宗君）長寿福祉課長。 

○長寿福祉課長（園田秀秋君）近隣の状況について御報告いたします。 
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 豊前市吉富町につきましては、中学生までは本町と同様、通院の個人負担が医療機

関ごとに月８００円、築上町、みやこ町は就学前から１８歳までの自己負担が医療機

関ごとに月６００円、中津市は小中学生、宇佐市は高校生まで一月、１医療機関、１

日５００円の月４日目まで、豊後高田市は高校生まで全額助成ということで把握して

おります。 

○議長（宮崎昌宗君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）京築で私が調べたところ、現在実施しているのは、みやこ町、

苅田町、築上町ということです。それで、吉富町と行橋市は実施の方向で検討してい

るということでありますが、そういう状況は御存じでしょうか。 

○議長（宮崎昌宗君）長寿福祉課長。 

○長寿福祉課長（園田秀秋君）そういった状況は伺っております。 

 ただ、今までもお答えしていますように、子育て支援施策について近隣の市町と比

較しても、十分遜色のない施策を実施していると考えておりますし、これを実施する

には毎年１,０００万円の財源が別途必要になります。限りある財源の中で子育て世

代の移住定住を促進するには、何が一番効果的なのか十分精査して、総合的に判断す

ることが必要なのではないかと考えております。 

○議長（宮崎昌宗君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）どこの自治体もそういうふうに考えていると思いますけれどが、

やっぱり私は子供の医療費の無料化というのは過去ずっとやってきましたが、これが

今高校生までが時代の流れになっています。 

 そういう意味では、もう近いうちに、この京築管内では、豊前市と上毛町が実施さ

れていない自治体になる可能性があります。この点も十分考慮して、やっぱり検討す

べきではないですか。 

○議長（宮崎昌宗君）長寿福祉課長。 

○長寿福祉課長（園田秀秋君）今後についても近隣自治体の状況等も十分調査しながら、

そういった状況になる前に、検討はしていくべきかなとは思いますが、今のところそ

ういった考えはないことを申し上げます。 

○議長（宮崎昌宗君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）町長にお尋ねします。 

 町長も調べて、吉富、行橋市は近いうちに、今検討に入っているということであり
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ますから、近いうちに実現するんじゃなかろうかなと思います。 

 ぜひ、そういう形で検討して、実現の方向でやってほしいわけですが、ぜひお願い

します。 

 九州一輝く町を目指しているわけですから、近隣自治体に先駆けて、本来であれば

やるべきと思いますが、どうですか。 

○議長（宮崎昌宗君）町長。 

○町長（坪根秀介君）担当課長が申し上げましたとおり総合的に子育て支援策というの

は、近隣自治体と比べて遜色ないものと思っておりますので、高いところだけを切り

取って、全部合わせるということになると、九州一支出が多い町になりますから、そ

れは十分、担当課と協議しながら検討してまいりたいと思います。 

○議長（宮崎昌宗君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）今後の検討を期待しておきます。 

 それから補聴器の問題に移ります。 

 補聴器の購入費の助成制度の創設ですが、高齢化になると聴力が低下し、相手が何

か言っていることは分かるが、何を言っているか分からないという話を聞きます。 

 高齢者の難聴実態は、ある学者の論文ではありますが、ＷＨＯ基準の２６デシベル

以上を難聴とした場合に、６０代で男性が４３.７％、女性が２７.７％、７０から７

４歳が男性５１.１％、女性は４１.８％、７５歳から７９歳、男性が７１.４％、女性

が６７.３％、８０代、男性が８４％、女性が７３.３％と、７５歳を境に急に難聴に

なる方が多くなるということが見受けられます。 

 補聴器が必要とされる聴力は４０デシベル以上と聞いています。聴力の低下は、コ

ミュニケーションが取りにくくなり、外出を控え、認知機能の低下につながるという

指摘があります。 

 聴力の低下は、高齢者の生活の質を低下させることになります。この分野での再生

医療の研究はされていると聞いていますが、まだ実現されていません。そのため、現

在、最も簡単な方法は補聴器を利用することではないかと考えます。 

 聴力の低下が高齢者の生活の質を低下させないためにも、補聴器の購入費の助成制

度の創設を実現する必要があると思いますが、町長の見解を伺います。 

○議長（宮崎昌宗君）長寿福祉課長。 

○長寿福祉課長（園田秀秋君）御質問の補聴器が普及することは、高齢者になっても生
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活の質を落とさず、社会的な孤立を解決するための一つの手段になるのでは、につい

て御答弁いたします。 

 補聴器購入費の助成につきましては、今後、国、県及び近隣自治体の動向を見なが

ら取組について検討をしてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（宮崎昌宗君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）近隣自治体の動向ということですが、豊前市がこの９月議会で

補正予算に計上されたということを御存じでしょうか。 

○議長（宮崎昌宗君）長寿福祉課長。 

○長寿福祉課長（園田秀秋君）はい、存じ上げております。 

○議長（宮崎昌宗君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）これもまだ今全国的にはそう多くないですけれどが、ここ最近、

補聴器の助成制度を実施する自治体が増えています。これも時代の流れだと思います。 

 高齢者の生活の質を落とさないためにも、ぜひ今後、実現の方向で検討していただ

きたいと思います。 

 町長の考えを伺います。 

○議長（宮崎昌宗君）町長。 

○町長（坪根秀介君）これも担当課長が申し上げたとおりでございますし、６０歳以上

が４０％超えているというふうな茂呂さんの発言でしたが、あまりこう実感が湧かな

いんですよね。今、６０歳以上の方が結構多いですけども、皆さん、ちゃんと議員を

しっかりされていますし、その辺がちょっと調査をして、実際どれぐらいの、そうい

う単位がありますよね、単位をしっかり見て、どれぐらいのものなのかということを

調べながら検討してまいりたいと思います。 

○議長（宮崎昌宗君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）やっぱりこういう実態をつかむというのも一つの方法だと思い

ます。ぜひその実態を、上毛町内の実態をつかんでほしいと思います。 

 実現の方向で努力されることを期待しておきます。 

 上毛町内の国道１０号線の通行帯の白線ですが、上毛町内全体の道路を見渡すと、

道路の白線が薄くなっているところが目につきます。特に、宇野垂水交差点から豊前

市までの間の国道１０号線は、白線が薄く消えかかっているところがあり、このよう
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な状態が長く続いています。特に夜間、雨が降る日は白線が見えづらく、大型車が横

切るときには危険を感じます。早急に道路通行帯の白線引きを国に強く要望してほし

いと思いますが、町長も上京する機会が多いと思います。ぜひこのことも要望してい

ただきたいと思いますが、町長の考えを伺います。 

○議長（宮崎昌宗君）建設課長。 

○建設課長（堀 綾一君）国道１０号線の区画線が薄くなっており危険ではないかと、

国土交通省への要望はとの御質問ですが、この件につきましては、この一般質問の通

告書をいただく前に、既に町から国土交通省のほうに要望は行っております。 

 通告書をいただいた後に、国土交通省に確認をいたしたところ、豊前市の工業団地

入り口交差点から上毛町宇野垂水交差点までの区画線設置工事を既に発注しており、

まだ実施はしておりませんが、既に発注しているとの回答をいただいております。 

 町としましては、住民の方からの要望はもちろんですが、人口１万人に向け、安心・

安全なまちづくりを目指し、国、県が管理をする施設については、国、県に対して常

に要望を行っているというところでございます。 

○議長（宮崎昌宗君）茂呂議員。 

○１０番（茂呂孝志君）この件について、私は以前、議案質疑でしたことがあるんです

が、町のほうも要望しているということであります。その後、状況を見たのですが、

なかなか前に進まないので、今回、一般質問を行ったわけであります。 

 国のほうも線を引くという、実施するということで、今答弁がありました。ちょっ

と時間もかかりましたが、今後とも白線が薄いところはまだありますので、そういう

ところも注意しながら、今後も白線の整備をしてほしいと思います。 

 以上で、質問を終わります。 

○議長（宮崎昌宗君）茂呂議員の質問が終わりました。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 再開は４５分からです。 

                           休憩 午後 １時３９分 

                           再開 午後 １時４２分 

○議長（宮崎昌宗君）それでは、休憩を解き会議を再開いたします。 

 ８番目に、４番、田中議員。 

○４番（田中唯登志君）皆さん、こんにちは。最後の質問になります。４番議員の田中
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でございます。 

 今回は２件について質問させていただきます。 

 １件目は、人口の動態の現状について、二つ目が、生活インフラの整備について、

詳細は質問席にて行います。よろしくお願いします。 

○議長（宮崎昌宗君）田中議員。 

○４番（田中唯登志君）第２次上毛町総合計画後期の基本計画の中で、令和２年３月に

改定した上毛町人口ビジョンによりますと、町独自の将来の人口推計によると、令和

８年、２０２６年度には、人口を７,９００人としております。２０４０年に目標１

万人という見通しになっておりますが、総務省の国勢調査及び住民基本台帳に基づく

人口動態について調べますと、２０１５年の本町の総人口が７,４５８人、この数字

は、国勢調査による５年前に比べると５％の減少ということになっております。今後

２０４０年までにはさらに２９％減少して、約５,３００人となる見込みだそうです。

なかなか厳しい数字を示していると思われます。 

 そこで、今どのように推移しているか、令和元年から３年間の周辺自治体との転入、

転出状況をお願いします。 

○議長（宮崎昌宗君）住民課長。 

○住民課長（円入忠義君）それでは、私のほうから過去３年間の周辺自治体との転入、

転出状況について答弁いたします。 

 令和元年、２年、３年の合計でよろしいでしょうか。詳細な数字はまた後で。 

 合計の数字といたしまして、まず、中津市、転入者が１７７、転出が１９４、増減

はマイナスの１７人。吉富町です。吉富町は転入が７５、転出が３９、３６人の増。

豊前市９９人の転入、転出が７７、２２の増。築上町、転入が２３、転出が１０、１

３の増。行橋です。転入が９、転出が１２、３人減。みやこ町です。転入が３のみで、

増減は３増です。苅田町です。転入が１３、転出が８で、増減は５の増ということで、

合計が転入が３９９で、転出が３４０、５９名の増というふうな形になっております。 

○議長（宮崎昌宗君）田中議員。 

○４番（田中唯登志君）以前、岩花議員が質問されたとき、これは平成２７年から２９

年の３年間でしたが、そのときも社会増になっていたんですよね、今回も社会増とい

うことなんですけど、この元年から３年間ですね、この小学校地区の人口動態はどの

ようになっています。 
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○議長（宮崎昌宗君）住民課長。 

○住民課長（円入忠義君）小学校区での人口動態ということで御答弁をさせていただき

ます。 

 小学校単位での人口の分というのは、南吉富地区が令和元年が２,３８３、それから

令和２年が２,４０４で、２１増、令和３年が２,４１１で７の増ということで、３年

間の合計、３０年の分を加味しまして、３年間の合計では、３１名の増となっており

ます。 

 次に、西吉富地区です。令和元年が１,７８１、３０年と比較すると１２のマイナス、

令和２年１,７５４、２７減、令和３年１,７４４、１０減ということで、合計が４９

のマイナスです。 

 友枝地区です。令和元年が１,６４７、３０年と比較して２３マイナス、令和２年で

す。１,６２７人、２０マイナス、令和３年１,５８７、４０マイナス、合計として８

３のマイナス。 

 唐原地区です。令和元年が１,８０８で、３０年と比較して増減なし、令和２年が１,

７９２で、１６減、令和３年が１,７５２、４０減で合計が５６の減という形になって

おります。 

 以上です。 

○議長（宮崎昌宗君）田中議員。 

○４番（田中唯登志君）そうなんですよね。社会増でありながら、自然減なんですよね。

これを見ますとね、もう人口が減っていくのはもう間違いないんですよね。 

 唐原地区と西吉富地区、友枝地区が年々やっぱ寂しくなっているような気がします。 

 社会増でありながら、人口の動向の特徴としては、高齢化が進んで、平均年齢のさ

らなる延伸が続いて、少子化の流れがとまらなくて、子供の数が減少していくと。 

 両方の要因から生産年齢人口がどの市町村でも減少しているというふうに思われま

す。本町も同じだというふうに感じております。 

 出生死亡による自然減のほうがまさっているということは、円入課長の答弁による

と、そういうことですね。 

 だから、唐原地区、友枝地区の減少は、やっぱり危惧するところであります。一番

心配しとるのは、小学生の数なんですよね。その数は今どういうふうになっています

かね。 
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○議長（宮崎昌宗君）住民課長。 

○住民課長（円入忠義君）小学生の数もちょっと私のほうで御答弁させていただきたい

と思います。 

 南吉富小学校です。令和元年が１５３で、前年対比１７増、令和２年が１６５で、

前年対比が１２増、令和３年が１９０人で前年の２５の増ということで、合計がこの

間５４の増となっております。 

 西吉富小学校です。令和元年が１２８、前年比マイナス２、令和２年が１２２で、

前年比マイナス６、令和３年１１４で、前年比マイナス８で、合計がマイナスの１６

です。 

 友枝小学校です。令和元年が９６人、前年８増、令和２年が９２で、前年比がマイ

ナスの４、令和３年が１０６名で、前年比１４の増ということで、合計が１８の増で

す。 

 唐原小学校です。令和元年が６９で、対前年は同数のゼロです。令和２年が７３名

で４増、令和３年が６２でマイナス１１ということで、合計がマイナス７というふう

な形です。 

 以上です。 

○議長（宮崎昌宗君）田中議員。 

○４番（田中唯登志君）やっぱり児童数もかなり減っていると。このままいくと、小学

校の統合なんかが考えられるんじゃないかと心配しております。 

 唐原地区、西吉富地区は総合計画の中で、優良田園住宅ゾーンという位置づけにな

っております。農地の整備改修も重要でしょうが、集落の生活環境基盤の整備にも力

を入れるべきじゃないかと考えております。 

 町長、まだまだこの唐原、西吉富、友枝はまだまだ伸び代があると思いますが、こ

の状況をどう踏まえておりますか。 

○議長（宮崎昌宗君）町長。 

○町長（坪根秀介君）まず、今、数字の報告の中で、小学生はこの３年間で、上毛町で

４９増ですね、増えていますね。ですから、何が要因かといえば、やはり彩葉であっ

たりとか、やはり、そういったその子育て世代が住めるような、そういうエリアがあ

れば、人口が増えていくと思いますし、今うちが町としてやろうとしている雇用であ

るとか、スーパーとか商業施設の誘致、あるいはその高校、大学であるとかそういう
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ものがもし来るならば、私は増になると思っていますね。 

 ですから、そういったやっぱり大きな核というものを持ってやれば、必ずしも私は

人口増というのは夢ではないと思っていますし、諦めればもうそれ以上増えることは

ないと思っています。 

○議長（宮崎昌宗君）田中議員。 

○４番（田中唯登志君）ありがとうございます。お互いに頑張っていきましょう。 

 引き続き、次の質問に行きます。 

 生活インフラ整備についてお伺いします。 

 移住定住促進をしようとすれば、居住環境の整備が必要不可欠と思いますが、現在

の水道施設整備の拡充はどうなっておりますか。 

○議長（宮崎昌宗君）建設課長。 

○建設課長（堀 綾一君）水道施設整備の拡充について答弁をさせていただきます。 

 昨日、廣﨑議員の一般質問でもお答えをいたしましたが、平成２２年３月に作成し

た「上毛町水道基本計画」に基づき計画を進めております。 

 水道区域の拡張については、水道加入希望を給水区域拡張の根拠とし、地形、要望

の強さから、段階的に給水区域に取り入れるものとしておりますが、水道基本計画策

定から１０年以上経過しており、住民の方々の水道事業に対する意識も変わってきて

いると受け止めております。生活インフラの整備は、移住定住の条件としても必要不

可欠であると考えております。 

 今後の水道施設整備を推進する上において、水量の確保として、京築水道企業団と

緖方水源以外の水源の必要性、それに伴う施設整備、給水区域等、課題がございます。

水道基本計画を見直す場合には、そのような課題を十分に検討し、行っていく必要が

あると思っております。現在、その課題の整理を行っているところでございます。 

○議長（宮崎昌宗君）田中議員。 

○４番（田中唯登志君）ありがとうございます。 

 ハウスメーカーによりますと、造成計画があっても水道施設がないとなかなか前に

進めないということでございます。水源及び数量の確保を含め、早急に水道基本計画

の見直しをよろしくお願いします。 

 それと参考ですけど、次に挙げています、浄化槽設備の状況をちょっと教えてもら

えますか。 
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○議長（宮崎昌宗君）建設課長。 

○建設課長（堀 綾一君）浄化槽設備の状況でございます。 

 現状としましては、上毛町において現在１,４３７の浄化槽が設置されております。

生活排水処理率については、農業集落排水事業で整備がなされている吉岡・八ツ並地

区、土佐井地区の２地区と合わせて６３％程度となっております。 

 今後の整備としましては、令和４年から令和８年までの５か年度において２００基、

１年度当たり４０基の整備を行うこととしております。 

 これは「上毛町循環型社会形成推進地域計画」を令和３年度に作成しておりますの

で、この計画に基づいて、この５年間については、国、県の補助金を確保していると

いう状況でございます。 

 今回、田中議員から御質問いただいた、上水道整備、下水道整備といった生活イン

フラの整備については、先ほども答弁をさせていただきましたが、移住定住の条件と

して、整備を推進することが必要であると認識しております。 

○議長（宮崎昌宗君）田中議員。 

○４番（田中唯登志君）今課長が言われたように、上水道整備、下水道整備といった生

活インフラの整備はお金も時間もかかると思います。でも、人口１万人に向けての移

住定住促進には絶対必要不可欠だと考えております。よろしくお願いします。 

 それから、以前質問しました町営住宅のことなんですが、建設、建て替えを含め、

計画の進捗はどのようになっております。 

○議長（宮崎昌宗君）住民課長。 

○住民課長（円入忠義君）町営住宅の進捗はということで御答弁をさせていただきます。 

 平成２５年作成の長寿命化計画によりまして、令和元年度に上野地団地、それから、

３年度に垂水団地、それから、４年、５年度に照日台団地の建て替えというものを計

画しておりました。 

 居住者が点在しているということなどを考慮しまして、上野地団地、照日台団地は、

修繕対応で進めると。それから、垂水団地につきましては、現在入居しておりました

２世帯が新池団地のほうに７月末までに移転を完了させております。今後は、垂水団

地につきましては、用途廃止の上、リノベーションまたは宅地分譲等、そういったも

のを検討してまいりたいと思っております。 

 昨年度、緖方団地の入居募集等をいたしましても、何か月も希望者がないという状
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況が続きました。若い世代は古い住宅を敬遠して、民間の新しいアパートを希望して

おるように感じております。 

 セーフティーネットとして最低限の公営住宅というのは必要というふうに感じてお

りますが、これからはなるべく民間に移行できればというふうに考えております。 

 そのほか若者向けの定住促進住宅という形のものなど、これから研究していきたい

というふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（宮崎昌宗君）田中議員。 

○４番（田中唯登志君）ありがとうございます。 

 民間ノウハウを活用するＰＦＩ方式というのがございます。その中に、いろいろな

手法があります。その手法の導入の可能性も検討されて、迅速な対応をよろしくお願

いします。それがひとえに人口増の起爆剤になればと期待するところです。 

 認識はいかがでしょうか。 

○議長（宮崎昌宗君）どなたですか。 

○４番（田中唯登志君）ＰＦＩの手法。民間を取り入れたノウハウの活用というのはい

かがですか。 

○議長（宮崎昌宗君）住民課長。 

○住民課長（円入忠義君）先ほど言われましたＰＦＩを活用したということで、ＢＴと

か、ＢＴＯとか、そういった形のものを先ほど言いました若者の定住促進住宅と併せ

て、研究をしてまいりたいというふうに思っております。 

 ただ、なかなか民間を活用しての、資金を活用してのというのは、やっているとこ

ろもあるみたいなんですけど、それがうちのほうに合うかどうかというのはこれから

先、十分検討していきたいと思いますので、お願いします。 

○議長（宮崎昌宗君）田中議員。 

○４番（田中唯登志君）ありがとうございます。 

 導入できるかどうかは分かりませんけど、十分な検討をよろしくお願いします。 

 以上で私の質問を終わります。 

○議長（宮崎昌宗君）田中議員の質問が終わりました。 

 以上で本日の日程は全て終了しました。 

 本日はこれで散会いたします。 
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                           散会 午後 ２時００分 

 

 


